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ケ

に̂

h
ノ

ル」

ヤ

サ

ウ

Jレ

|

|
チ
ャ
ガ

タ
イ
・
ハ
ン
園
支
配
瞳
制
の
確
立
|

|

加

藤

和

秀

五四三二一

は

じ

め

に

諸
王
ヤ
サ
ウ
ル

諸
王
ケ
ベ
ク
の
登
場

ケ
ベ
ク
と
ヤ
サ
ウ
ル
の
反
目

ホ
ラ
サ
ン
の
ヤ
サ
ウ
ル

公
正
な
る
ハ
ン
、
ケ
ベ
ク

お

わ

に

- 58ー

り

b主

じ

め

一三

O
六
年
噴
、
中
央
ア

ジ
ア
は
チ
ャ
ガ
タ
イ

・ハ

ン
、
ド
ゥ
ワ
ロ
E
乱
(
在
位
一二
八
二
・
三
|
一三

O
六
・
七
年
)
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
の
成
立
を
見
た
。
こ
の
園
家
に
あ
っ
て
は
、

モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
聞
の
長
い
擢
力
闘
争
に
よ
っ
て
混
飽

・
疲
弊

し
た
統
治
世
制
の
建
て
直
し
が
急
務
で
あ
っ

た
が、

そ
の
課
題
は
ド
ゥ
ワ
・
ハ
ン
以
後
、
彼
の
息
子
た
ち
の
手
に
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、

阿ハ与巾}内阿
p
mg
(在
位

一一一一一

八
l
二
六
年
〉

内
〆

れ
、
チ
ヤ
ガ
タ
イ
.
ハ
ン
園
は
初
め
て
確
固
た
る
基
盤
を
得
た
と
さ
れ
る
。

ハ
ル
ト
リ
ド
に
よ
れ
ば
、

ケ
ベ
ク
・
ハ
ン

の
治
下
に
園
家
の
中
央
集
権
化
が
果
た
さ



本
稿
は
、
以
上
の
ご
と
き
十
四
世
紀
の
第
一
四
牢
期
に
お
け
る
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
の
支
配
瞳
制
確
立
の
過
程
を
、

イ
家
諸
王
ヤ
サ
ウ
ル
と
の
封
立
を
主
題
と
し
て
、
具
種
的
に
跡
寺
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ケ
ベ
ク
と
チ
ャ
ガ
タ

ケ
ベ
ク
と
ヤ
サ
ウ
ル
の
封
立
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
す
で
に
ド
l
ソ
ン
が
詳
細
に
記
す
が
、
素
よ
り
イ
ル
・
ハ
ン
園
史
の
絞
述
中
の
こ
と
と
て
、

向。

そ
の
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
史
上
に
占
め
る
意
味
な
ど
全
く
考
慮
外
に
置
か
れ
た
。
一
方
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
史
に
直
接
関
わ
っ
た
ヴ
ア

an官

ン
ベ
リ
l
及
び
オ
リ
ヴ
ァ
l
は
、
こ
の
劃
立
を
ケ
ベ
グ
の
兄
エ
セ
ン

・
プ
カ
ゲ

g
-
E包
と
ヤ
サ
ウ
ル
と
の
こ
と
と
し
て
数
行
で
片
附
町
、

zu 

そ
の
封
立
の
経
過
を
簡
単
に
記
す
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、

グ
ル
ヅ
セ
は
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
史
及
び
イ
ル
・
ハ
ン
園
史
の
墜
方
に
お
い
て
、

バ
ル
ト
リ
ド
以
下
の
ソ
聯
邦
の
モ
ン
ゴ
ル
史
研
究
者
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
し
て
い
な
い
が
、

F
O
 

て
初
め
て
専
論
が
も
の
さ
れ
た
。

引リ

、初

め

ス
ト
ロ
エ
ヴ
ァ
は
、
バ
ル
ト
リ
町
に
始
ま
り
、
ヤ
ク
ボ
フ
ス
キ
川
、
ベ
ト
ル
シ
ェ
フ
ス
キ
川
等
に
よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
て
き
た
モ
ン
ゴ
ル
期

ス
ト
ロ
エ
ヴ
ァ
に
至
つ

即
ち
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
園
成
立
後
、

中
央
ア
ジ
ア
の
モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
内
部
に
矛
盾
す
る
二
つ
の
政
治
的
傾
向
が
現
わ
れ
た
。

第
一
の
傾
向

- 59ー

中
央
ア
ジ
ア
史
の
展
開
を
律
す
る
基
本
的
フ
ァ
ク
タ
ー
に
関
す
る
作
業
偲
設
に
依
援
し
て
論
を
準
め
る
。

は
、
強
力
な
ハ
ン
権
力
に
よ
る
中
央
集
権
園
家
の
確
立
を
志
向
し
、
封
建
的
な
軍
事
遊
牧
貴
族
層
の
遠
心
的
な
志
向
を
抑
制
せ
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
在
地
定
住
社
舎
へ
の
接
近
、
イ
ス
ラ

1
ム
と
土
着
文
化
の
保
護
等
を
特
徴
と
し
、
主
と
し
て
ハ
ン
と
そ
れ
と
結
ん
だ
在
地

の
支
配
層
が
こ
の
傾
向
の
支
持
者
で
あ
っ
た
。
第
二
の
傾
向
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
奮
習
と
遊
牧
的
俸
統
に
従
っ
て
、
定
住
民
を
専
ら
掠
奪
と
無
統

制
な
搾
取
の
封
象
と
み
な
し
て
、
反
モ
ン
ゴ
ル
の
嬢
黙
と
な
る
都
市
の
根
絶
や
濯
概
地
の
牧
地
化
を
志
向
し
、
イ
ス
ラ

1
ム
と
土
着
文
化
に
チ

ン
ギ
ス

・ハ

ン
の
ヤ
サ
と
遊
牧
ウ
イ
グ
ル
文
化
を
封
立
さ
せ
る
。
こ
の
傾
向
は
大
部
分
の
モ
ン
ゴ
ル

・
ト

ル
コ
系
の
軍
事
遊
牧
貴
族
に
よ
っ
て

支
持
さ
れ
た
。
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に
最
も
良
く
反
映
し
て
い
る
。

十
四
世
紀
前
牟
の
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
史
も
こ
の
二
つ
の
傾
向
の
樹
立
抗
争
を
軸
と
し
て
展
開
し
、
そ
れ
は
ケ
ベ
ク
と
ヤ
サ
ウ
ル
の
封
立

つ
ま
り
、
ヶ
ベ
ク
は
、
マ

l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
の
奥
深
く
カ
シ
ュ
カ
・
ダ
リ
ア
渓
谷
に
自
ら
宮
肢
を
建
て
、
貨
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幣
制
度
の
改
革
を
行
な
う
な
ど
、
定
住
地
帯
の
統
治
に
意
を
注
ぎ
、

ハ
ン
権
力
の
強
化
と
遊
牧
貴
族
の
制
御
に
努
め
た
。

一方、

ケ
ベ
ク
と
封

立
し
て
ホ
ラ
サ
ン
に
亡
命
し
た
ヤ
サ
ウ
ル
は
、
政
治
的
境
界
や
ハ
ン
の
中
央
集
権
化
政
策
な
ど
は
全
く
意
に
介
せ
ず
、
自
己
の
利
害
に
従
っ
て

行
動
し
、
定
住
民
の
掠
奪
に
自
己
の
目
的
達
成
の
唯
一
の
這
を
見
出
し
た
。
ま
さ
に
ケ
ベ
ク
は
第
一
の
傾
向
の
強
力
な
推
進
者
で
あ
り
、

に
射
し
て
ヤ
サ
ウ
ル
は
チ
ャ
ガ
タ
イ
遊
牧
貴
族
の
総
て
の
特
質
と
志
向
が
現
わ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

れ

こ
う
し
て
ス
ト
ロ
エ
ヴ
ァ
は
先
の
偲
読
の
貿
誼
的
補
強
を
試
み
た
詳
で
あ
る
が
、

そ
の
所
論
は
ヤ
サ
ウ
ル
を
第
二
の
傾
向
の
完
壁
な
追
随
者

に
仕
立
て
あ
げ
る
べ
く
帰
さ
れ
た
感
が
強
く
、

ヤ
サ
ウ
ル
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
貼
に
は
燭
れ
て
い
な
い
な
ど
問
題
、
が
残
っ
て
い

ス
ト
ロ
エ
ヴ
ァ
が
ひ
き
縫
い
で
ま
と
め
た
偲
説
そ
の
も
の
に
つ
レ
て
も
、
専
ら
軍
事
遊
牧
貴
族
層
に
封
建
化
の
方
向
と
遊
牧
的

例
え
ば

る
。
さ
ら
に
、

俸
統
維
持
の
志
向
の
壁
方
を
蹄
属
せ
し
め
、
あ
た
か
も
か
の
二
つ
の
傾
向
を
遊
牧
か
定
住
か
と
い
う
二
者
揮
一
の
形
で
区
別
す
る
が
ご
と
き

は
、
事
態
を
や
や
単
純
化
し
て
捉
え
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
貼
を
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
な
お
、
依
援
し
た
史
料
と
そ
の
略
構
は
次
の
通
り
で
あ

- 60ー

る
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諸

王

ヤ

サ

ウ

ル

ヤ
サ
ウ
ル
ペ
自
担
当
同
は
、

A
リ
ヲ

チ
ャ
ガ
タ
イ
の
第
二
子
ム
ア
ト
ゥ
カ
ン

E
0
.
m
z
r
g
の
第
二
子
ブ
リ
切

F
E
の
系
統
に
属
品
川
(
吋
戸

g
y

- 61ー

】
叶

J
a
h
-
-
3。
曾
祖
父
カ
ダ
ク
チ
・
セ
チ
ェ
ン

O
包

Z
n
y
F
F
n
r
g
は
ブ
リ
の
第
三
子
で
、
一
二
五
五
年
の
モ
ン
ケ
の
南
宋
遠
征
に
右
翼
の

賂
と
し
て
参
加
し
て
お
り

Q
H
包

F
8
3、
祖
父
の
ト
カ

・
テ

ム
ル

吋。
ρ
守
件
。
自
己
同
は
チ
ャ
ガ

タ
イ

・
ハ
ン
(
在
位

一
二
七
二
年
)

、UH
U
，

た
人
物
で
あ
っ
向

Q
H
2
3。
父
の
オ
ル
グ
・
テ
ム
ル

O
円
c
m
a
窓
口
長
に
つ
い
て
は
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
ャ
サ
ウ
ル
杭
れ
っ
き
と
し
た

hu、

カ
l
シ
ャ

1
ニ

l
に
従
え
ば
、
六
八
八
年
(
西
暦
一
二
八
九
年
〉
頃
で
あ
る
(
吋
C-
お
O
)
。

を
務
め

チ
ャ
ガ
タ
イ
王
族
の
出
で
あ
っ
た
。
そ
の
生
年
は
、

ヤ
サ
ウ
ル
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、

七
O
五
年
(
二
ニ

O
五
・
六
年
)
頃
、

チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
、
ド
ヮ
ワ
と
カ
イ
ド
ヮ
の
子
チ
ャ
パ
ル

(UE3同
と
の
劉
立
が
深
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
マ

l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
時
、

ヤ
サ
ウ
ル
は
、

オ
ゴ
タ
イ
家
諸
王
キ
ュ
レ

ス
ベ
関
口
円
相
印

Z
を
め
ぐ
っ
て
、

チ
ャ
パ
ル
涯
の
ジ
ュ
チ
・
カ
サ
ル
家
諸
王
パ

I
メ

l
切削

E
C
m
E
-
と
劃
立
し
、
母
方
の
叔
父
に
あ
た
る
ジ

683 

れ
を
機
に
、

シ
ャ

l
シ
ュ

カ
イ
ド
ウ
の
子
シ
ャ

l
ω
町山
r

d
∞E-
の
助
力
を
得
た
バ

l
バ
!
と
一
度
な
ら
ず
戦
闘
を
交
え
た
。
こ

ω広
島
の
地
に
お
い
て
チ
ャ
パ
ル
波
と
ド
ゥ
ワ
涯
の
聞
に
調
停
舎
議
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

兵
を
蹄
し

ン
ク
シ

H
E
E
E
の
協
力
を
得
て
、



684 

て
待
機
し
て
い
た
シ
ャ

l
と
バ

l
バ
l
に
劃
し
て
、

ヤ
サ
ウ
ル
等
の
率
い
る
ド
ゥ
ワ
側
の
大
軍
が
突
如
と
し
て
襲
い
か
か
り
、
バ

1
パ
ー
を
ホ

ラ
ズ
ム
に
逐
い
、

遅
れ
て
、

シ
ャ

l
の
タ
ラ
ス
吋
包
官
の
オ
ル
ド
を
掠
奪
す
る
に
至
っ
た

(
2
h
a
l
y
叶
巧

-
E
ω
l
H
d。
さ
ら
に
こ
れ
よ
り
や
や

ド
ゥ
ワ
に
よ
る
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
諸
王
ズ
ル
カ
ル
ナ
イ
ン

ロ
Eu-
EO曲
目
担
当
の
ア
ム
河
上
流
域
へ
の
任
命
に
関
わ
っ
て
、

ヤ
サ
ウ
ル

は
ズ
ル
カ
ル
ナ
イ
ン
及
び
ジ
ン
ク
シ
と
協
力
し
て
、
反
抗
す
る
キ
ュ
レ
ス
ベ
と
戦
い
こ
れ
を
捕
え
た
(
吋
者
二
出
ω)。

右
の
二
つ
の
事
件
は
、

マ
l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
に
お
け
る
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
の
優
位
を
確
立
し
た
と
い
う
黙
に
お
い
て
、
ド
ゥ
ワ
の
統
一
事
業
の
重
要
な
一
環
を
成
し
て

崎
刈
w

，

い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
若
冠
十
七
、
八
歳
の
ヤ
サ
ウ
ル
は
そ
の
軍
事
的
才
能
を
麓
揮
し
て
、

い
わ
ば
ド
ゥ
ワ
波
の
急
先
鋒
と
し
て
活
動
し

て
い
た
。

所
で
、

ヤ
サ
ウ
ル
の
オ
ル
ド
や
ユ
ル
ト
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
。

ワ
ッ
サ

l
フ
に
よ
れ
ば
、

サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
居
住
地
(
目
白
ρ
帥
自
)
を
有
し
て

い
た
と
い
い
(
吋
巧
-
臼

S
、
ま
た
後
の
ホ
ラ
サ
ン
亡
命
に
際
し
て
も
サ
マ
ル
カ
ン
ド
よ
り
鼓
し
た
(
叶
戸

NHY
叶
巧

h
E
)
と
い
う
か
ら
、

サ
マ
ル
カ
ン
ド
近
溢
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
し
て
、

カ
l
シ
ャ

l
=
ー
に
よ
れ
ば
、

ヤ
サ
ウ
ル
は
ブ
ハ
ラ
の
切
色
円
宮
白
ロ
缶
包

- 62ー

(
イ
プ
ン
・
パ
ト
ゥ
!
タ
の
記
す
回
包
同
午
U
E
弘
山
富
宅
街
回
目
か
?
〉
の
手
に
よ
っ
て
ム
ス
リ
ム
に
な
っ
た
と
い
う
(
叫
，

c
u
N
H
Y
ぇ
-H切・
ω思)。

こ
の
入
信
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
ホ
ラ
サ
ン
亡
命
に
多
数
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
及
び
ブ
ハ
ラ
の
イ
マ

l
ム
た
ち
を
伴

な
っ
た
こ
と
(
叶
戸
目
。
)
な
ど
か
ら
、
彼
が
か
な
り
早
く
か
ら
イ
ス
ラ
l
ム
と
接
崩
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

ヤ
サ
ウ
ル

は
、
中
央
ア
ジ
ア
に
経
済
的

・
文
化
的
に
大
き
な
比
重
を
占
め
る
マ

l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
の
中
央
部
に
位
置
し
て
、

ド
ゥ
ワ
涯
の
有
力
な
賂
と

イ
ス
ラ

1
ム
文
化
の
影
響
下
に
定
住
社
曾
と
の
関
係
を
深
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

七

O
五
年
か
ら
翌
六
年
に
か
け
て
カ
イ
ド
ウ
家
諸
王
を
遁
い
落
し
、
中
央
ア
ジ
ア
に
単
調
主
権
を
確
立
し
た
ド
ゥ
ワ
は
、
七

O
六
年

ん
H
い

(
二
二

O
六
・
七
年
〉
中
に
病
設
し
、
彼
の
息
子
ク
ン
チ
ェ
ク
穴

gnzw
が
跡
を
襲
っ
た
(
吋

-cw
包
U

叶
君
"
臼
∞
〉
。
こ
の
ク
ン
チ
ェ
ク
の
治

不
種
な
行
動
を
示
し
て
い
た
キ
ュ
レ
ス
ベ
を
倒
し
、
ド
ヮ
ワ
家
政
権
の
安
定
に
貢
献
し
て
い
る
(
叶
者
-

し
て
の
地
位
を
固
め
つ
つ
、

さ
て
、

下
、
ヤ
サ
ウ
ル
は
ジ
ン
ク
シ
と
共
に
、

ω]
戸∞)。



し
か
し
、
ク
ン
チ
ェ
ク
が
七

O
七
年
末
(
二

δ
八
年
五
・
六
月
頃
〉
に
設
す
る
や
、
代
わ
っ
て
ヤ
サ
ウ
ル
の
大
伯
父
に
あ
た
る
タ
リ
ク
吋
匙
ρ
ロ

が
権
力
を
掌
握
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
聞
の
事
情
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ド
ゥ
ワ
の
息
子
た
ち
の
内
、
年
長
の
ク
ト
ル
グ
・
ホ
ジ
ャ

OCH-己
mv

阿
住
者
削
古
は
先
に
カ
イ
ド
ウ
に
よ
っ
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
涯
遣
さ
れ
、
六
九
八
年
(
一
二
九
八
・
九
年
〉
頃
、
イ
ン
ド
遠
征
の
鯖
途
負
傷
が
も

と
で
浪
し
て
い
た
し
(叶
d
・
5
M
1
3、
エ
セ

γ

・
ブ
カ
は
七

O
五
年
(
二
ニ

O
五
・
六
年
〉
、

ド
ゥ
ワ
に
よ
っ
て
ク
ト
ル
グ
・
ホ
ジ
ャ
の
後

縫
者
に
任
命
さ
れ
、
こ
の
時
は
る
か
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
地
に
居
た
(
叶
巧

w
m
S
lHO)
と
い
う
事
情
か
ら
察
す
れ
ば
、

後
、
ド
ヮ
ワ
家
に
は
首
面
ハ
ン
位
を
継
ぐ
べ
き
人
物
が
見
つ
か
ら
ず
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
の
長
老
格
で
あ
っ
た
タ
リ
ク
が
立
っ
た
も
の
と
考
え
ら

ク
ン
チ
ェ
ク
亡
さ
』

れ
る
。タ

リ
ク
は
ケ
ル
マ

1
ン
の
ス
ル
タ

l
ン
・
ル
ク
ン
・
ウ
γ
デ
ィ

l
ン

ωロ
-gロ】
U
rロ回目
-
U
E
の
娘
ト
ル
カ

l
ン
叶

R
r削
ロ
を
母
に
持
つ

ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、
イ
ス
ラ

l
ム
の
普
及
に
努
め
る
一
方
、
ド
ゥ
ワ
一
族
や
ド
ゥ
ワ
涯
の
ア
ミ

l
ル
た
ち
に
匪
力
を
加
え
始
め
た
と
い
う
。
こ

れ
に
劃
し
て
、
彼
の
い
と
こ
に
あ
た
る
オ
ル
グ
。

E
肉
、
が
「
ド
ゥ
ワ
の
息
子
た
ち
の
権
威
を
認
め
ず
、
他
の
者
が
彼
ら
に
代
わ
っ
て
ウ
ル
ス
の

A

司
'nup 

王
た
る
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
っ
て
良
い
か
?
」
と
言
っ
て
起
ち
上
が
り
、
次
い
で
、
ヤ
サ
ウ
ル
が
ジ
ン
ク
シ
と
結
ん
で
彼
に
劃
し
て
軍
を
率

い
た
(
、
H
A
H
H
h
u
吋
君
"
臼
∞

1
3。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
タ
リ
ク
の
即
位
、が
必
ず
し
も
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
圏
内
の
総
意
に
よ
る
も
の
で

な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
と
り
わ
け
タ
リ
グ
に
近
い
血
筋
の
諸
王
の
反
針
は
、
こ
の
時
す
で
に
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
位
へ
の
ド
ゥ
ワ

- 63ー

家
の
権
威
が
相
嘗
程
度
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
置
す
る
。
し
か
し
、
結
局
、
オ
ル
グ
は
タ
リ
グ
と
載
っ
て
殺
さ
れ
、
さ
ら
に
抵
抗
し
た
他
の
諸

王
た
ち
も
討
た
れ
た
。
他
方
、
ヤ
サ
ウ
ル
は
フ
ェ
ル
ガ

I
ナ
に
て
タ
リ
ク
の
涯
遣
し
た
ア
リ

1
・
マ
リ
ク
浜
町
宮
出
]FF

の
軍
と
一
度
は
劃
将

し
た
が
衆
寡
敵
せ
ず
、
軍
備
を
整
え
直
す
ベ
く
退
却
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
(
吋
巧
・
臼
∞

1
3
0

タ
リ
ク
の
勢
威
は
盆
々
高
ま

り
、
ヤ
サ
ウ
ル
等
ド
ゥ
ワ
波
の
諸
絡
は
窮
地
に
立
た
さ
れ
、
ド
ゥ
ワ
家
の
樺
威
も
ま
さ
に
地
に
堕
ち
た
か
に
見
え
た
。
だ
が
事
態
は
ケ
ベ
ク
の

か
く
し
て
、

登
場
に
よ
っ
て
急
轄
回
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

685 
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諸
王
ケ
ベ
ク
の
登
場

ム
ア
ト
ゥ
カ
ン
の
第
三
子
、
つ
ま
り
ブ
リ
の
弟
エ
ス
ン
・
ト
ア
ペ

g
cロ・叶
O
〆
の
系
統
に
麗
し
、
一
時
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
の

権
力
を
中
央
ア
ジ
ア
に
確
立
し
た
が
、

ケ
ベ
ク
は
、

後
に
カ
イ
ド
ウ
に
よ
っ
て
失
脚
さ
せ
ら
れ
た
パ
ラ
ク
切

R
Z
(在
位
一
二
六
六
|
七
一
年
〉
を
-
組
父
に
、

そ
し
て
ド
ゥ
ワ
を
父
と
し
て
生
ま
れ
た
己
、
H
J
ω

包
lhy
官
。
|
∞
U

叶
戸

E
Y
叶
者

-
E
C
)。
そ
の
生
年
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
七

O
八
年

な
お
。
ド
ヲ
ワ
の
少
子
φ
(
1
8
2
E
Eロ'
F
H
)

ロ
〈
削
)
あ
る
い
は
タ
ド
ヮ
ワ
の
年
少
の
息
子
ク
(
℃
U
R
-
-
w
o
n
z
r・

(
二
ニ

O
八
・
九
年
〉
頃
に
、

S
Z
、叶
C
4
6

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
吋
戸
広
三
吋
者
w

臼

S
ゃ
、
兄
ク
ン
チ
ェ
ク
の
浪
時
、
彼
が
ア
ル
マ
リ
ク
地
方
の
父
や
兄
の
オ
ル

、岡山匂

，向
U
、

ド
の
近
く
に
居
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
節
で
述
べ
た
ご
と
く
ハ
ン
位
を
縫
ぐ
に
遁
し
た
人
物
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
推
測

し
て
、
嘗
時
ま
だ
成
年
に
.達
し
て
お
ら
ず
、
恐
ら
く
ヤ
サ
ウ
ル
よ
り
五
、
六
歳
年
下
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
タ
リ
ク
涯
が
「
我
々

の
王
固
と
ウ
ル
ス
の
〔
権
威
を
確
立
す
る
た
め
の
〕
最
良
の
方
策
は
ド
ゥ
ワ
一
族
を
完
全
に
打
倒
し
て
、
彼
ら
の
子
孫
を
根
絶
や
し
に
す
る
こ

と
で
あ
る
」
と
決
議
し
た
こ
と
を
、
タ
リ
ク
に
従
っ
て
い
た
あ
る
ア
ミ

l
ル
か
ら
知
ら
さ
れ
た
時
、
ケ
ベ
ク
が
「
驚
き
慌
わ
て
、
彼
(
タ
リ
ク
〉

を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
泣
き
わ
め
き
つ
つ
ウ
l
ザ
ン

・
バ
ハ

l
ド
ゥ
ル

C
N
S
-
E
E
E円
の
天
幕
に
逃
げ
込
ん
で
、
不
運
な
時
の
危
害
を
〔
逃
れ

- 64ー

る
べ
く
〕
援
助
と
保
護
を
求
め
、

ウ
I
ザ
ン
に
取
り
す
が
っ
て
タ
リ
ク
の
意
固
と
事
情
を
説
明
し
た
」

と
い
う
の
も
あ
る
程
度
う
な
づ
け
る

(叶

C
U
E
d。
こ
の
結
果
、

ウ
l
ザ
ン

・
バ
ハ
l
ド
ゥ
ル
は
彼
に
援
助
を
誓
い
、
宴
曾
中
に
タ
リ
ク
を
襲
う
計
霊
園
一
を
立
て
る
に
至
っ
た
。
そ
し

て
、
ゥ

i
ザ
ン
が
機
を
計
っ
て
宴
席
を
離
れ
る
や
、

待
機
し
て
い
た
ケ
ベ
ク
及
び
彼
の
弟
エ
ブ
ゲ
ン
〉
σ己
向
山
口
の
二
百
騎
と
ウ
l
ザ
ン
の
百

騎
と
は
タ
リ
ク
の
オ
ル
ド
に
火
を
放
ち
、
酒
に
酔
っ
て
い
た
タ
リ
ク
や
タ
リ
ク
振
の
諸
絡
を
こ
と
ご
と
く
殺
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る

(吋

C
u
H
h
!
?
↓
当
・
臼
匂
)
。
ワ
ッ
サ
l
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
は
七

O
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
の
直
後
、
政
権
を
ド
?
ワ
家
の
手
に
奪
回
し
た
ケ
ベ
ク
の
前
に
早
速
危
機
が
訪
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
機
に
乗
じ
て
、
ド
ゥ

ト
ク
メ

H
，
c
w
g曲
、
オ
ル
ラ

I

C
同町、

ワ
に
屈
服
を
徐
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
カ
イ
ド
ウ
の
息
子
チ
ャ
パ
ル
が
、

ヤ
ン
ギ
チ
ャ
ル
ペ
白
ロ

m
w
y
R、



ケ
ベ
ク
に
劃
し
て
軍
を
準
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

リ
ク
の
グ
ナ

l
ス
草
原

0
5官
を
護
し
チ
ャ
パ
ル
軍
を
迎
え
撃
っ
た
が
、
敗
北
を
喫
し
、
彼
の
軍
は
総
崩
れ
を
き
た
し
た
。
だ
が
、

ン
ド

C
N
r
g円
四
に
居
た
タ
リ
ク
の
甥
の
ア
リ

I
R〉
町

C
m
F巳
や
ム
バ

l
ラ
ッ
ク
・
シ
ャ

l

冨ロ

g
z
w・
各
与
の
息
子
の
シ
ャ
イ
フ
・
テ
ィ

ー
ム
l
ル

ω
r
a
r
r
吋
回
目
。
同
並
び
に
カ
イ
ド
ウ
家
の
シ
ャ
l
等
が
助
力
を
申
し
出
、
ケ
ベ
グ
は
ク
ナ
l
ス
草
原
に
て
再
び
チ
ャ
パ
ル
軍
と
交

オ
ル
ス

d
H口
凹
等
の
オ
ゴ
タ
イ
家
諸
王
を
率
い
て
、

ケ
ベ
ク
は
自
ら
軍
を
率
い
て
ア
ル
マ

ウ
ズ
カ

戦
し
て
よ
う
や
く
勝
利
を
牧
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

一方、

チ
ャ
パ
ル
は
イ
リ
河
を
越
え
て
元
朝
に
亡
命
す
る
に
至
り
、

ト
ク
メ
は
ケ
ベ
ク
軍

の
迫
撃
を
受
け
て
殺
さ
れ
た
(
、

H
d
w
E∞
!
?
叶
当
・
日
A
W
)

。

か
く
し
て
、

ケ
ベ
グ
は
ド
ゥ
ワ
家
政
擢
崩
療
の
危
機
を
脆
し
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
の
支
配
穫
を
手
中
に
牧
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
と

は
し
な
く
も
オ
ゴ
タ
イ
家
分
子
の
大
部
分
が
騒
逐
さ
れ
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
圏
内
の
最
大
の
不
安
定
要
素
が
除
か
れ
た
の
で
あ

同
時
に
、

る
。
し
か
し
、
こ
の
成
功
に
お
い
て
は
、

ケ
ベ
グ
自
身
の
非
力
さ
と
劉
照
的
に
、

タ
リ
ク
に
抵
抗
し
た
オ
ル
グ
や
ヤ
サ
ウ
ル
、

ク
ー
デ
タ
ー
を

- 65ー

立
案
し
た
ウ
l
ザ
ン
・
バ
ハ
l
ド
ゥ
ル
、
そ
し
て
ケ
ベ
ク
を
チ
ャ
バ
ル
に
劃
し
て
勝
利
せ
し
め
た
ア
リ
l
の
ご
と
き
諸
王
や
ア
ミ
l
ル
た
ち
の

力
量
の
大
き
さ
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ド
ヲ
ワ
家
を
支
持
す
る
勢
力
の
慶
汎
な
存
在
を
読
す
る
一
方
で
、
ド
ゥ
ワ
家
政
権
自
睡

が
い
ま
な
お
抱
え
る
惰
弱
性
を
も
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
再
度
タ
リ
ク
の
ご
と
き
ハ
ン
位
要
求
者
さ
え
出
現
し
な
い
と
は
言
い
切
れ

な
い
賦
況
が
そ
こ
に
は
存
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
以
後
ケ
ベ
ク
が
と
っ
た
諸
策
は
注
目
に
値
す
る
。

ケ
ベ
グ
は
先
ず
元
朝
カ
l
ン
、
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン

0
3匹
目
に
プ
l
ラ
l
ド
司
巳
包

O
O
H
W
E
を
使
節
と
し
て
汲
遣
し
、
次

す
な
わ
ち
、

の
ご
と
く
上
申
し
た
。

「
タ
リ
ク
は
我
々
の
父
の
地
位
を
横
領
し
て
い
た
。
私
は
偉
大
な
る
神
と
カ

l
ン
の
統
治
の
力
に
よ

っ
て
彼
か
ら
〔
そ
の
地
位
を
〕
奪
い

返
し
た
。
ま
た
、
ト
ク
メ
を
も
敵
劉
し
叛
い
た
の
で
除
去
し
た
。
こ
れ
以
後
カ

l
ン
に
仕
え
た
い
」
と
。

4
リ

カ
1
ン
は
こ
れ
を
嘉
し
、
彼
に
恩
賜
し
た
と
い
う
(
吋

dwzs。
こ
れ
は
、
ケ
ベ
ク
が
カ

I
ン
の
権
威
を
も
っ
て
タ
リ
ク
を
ク
纂
奪
者
。

ド
ヲ
ワ
家
政
権
の
正
賞
性
を
主
張
せ
ん
と
し
た
も
の
と
理
解
し
得
る
。

687 

と
み
な
し
、
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次
い
で
、

ケ
ベ
ク
は
諸
王
ア
リ

1
に
劃
し
て
そ
の
功
績
を
讃
え
て
、
「
ホ

1
タ
ン
地
方
の
支
配
権

C
B
E
g
-
B
U円
白
工
島

Z
1
烈

Z
Zロ)」

を
輿
え
、

「
全
ト
ル
キ
ス

タ
ン

地
方
公
曲
目
印
S
2・F
Y
Z
仏
包
ム
吋

5
E
2
E
)
を
そ
の
管
理
下
に
置
い
た
に
し
か
し
、

っ
て
出
設
す
る
や
、
直
ち
に
一
部
隊
を
汲
遣
し
て
追
跡
さ
せ
、
彼
を
殺
害
す
る
に
至
っ
た
。
カ
l
シ
ャ

l
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、

そ
の
反
範
を
恐
れ
た
」
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
(
叶
戸

EC)。

ア
リ
ー
が
任
地
へ
向
か

「
彼
(
ア
リ
l
)
が

勇
敢
な
戦
士
で
あ
っ
た
の
で
、

つ
ま
り
、

ケ
ベ
ク
の
こ
の
果
断
な
る
昆
置
は

ド
ゥ
ワ
家
政
権
を
脅
か
す
に
足
る
最
大
の
存
在
を
除
去
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

七

O
九
年
の
初
め
(
ミ

δ
九
年
六
月
頃
〉
、

ケ
ベ
ク
は
ク
リ
ル
タ
イ
を
招
集
し
、
兄
エ
セ
ン
・
ブ
カ
の
即
位
を
決
議
せ
し
め
た
。

カ

ー
シ
ャ
l
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
彼
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
の

エ
セ
ン
・
ブ
カ
に
次
の
ご
と
く
俸
え
た
と
い
う
。

「
余
は
王
園
の
玉
座
と
王
冠
を
汚
濁
し
た
不
純
な
者
ど
も
か
ら
清
め
、
総
て
の
敵
を
打
倒
し
て
玉
座
を
汝
の
た
め
に
解
放
し
た
。
直
ち
に

童
夜
を
問
わ
ず
王
閣
の
首
都
へ
向
か
い
、
長
い
期
閉
そ
の
王
座
と
王
冠
が
従
土
も
主
人
も
持
た
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
軍
と
民
を
統
べ
よ
。
」

恐
ら
く
、

ケ
ベ
ク
は
自
分
の
年
齢
等
を
考
慮
し
て
敢
え
て
立
た
ず
、
年
長
で
且
つ
経
験
も
積
ん
だ
兄
を
か
つ
ぎ
出
し
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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(
、
叶
戸

EC)。

こ
う
し
て
、

急
逮
ア
フ
ガ

ニ
ス

タ
ン

よ
り
蹄
還
し
た
エ
セ
ン
・
ブ
カ
が
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
の
王
位
に
就
い
た
の
で
あ
る
(
叶
C
W
H
色

|

5
0
u
吋
君
"
ω
E
l
N
O)。

A

司
，内

u、

ド
l
ソ
ン
以
下
は
、

そ
の
後
エ
セ
ン
・
ブ
カ
に
位
を
譲
っ
た
と
し

こ
の
時
に
ケ
ベ
ク
の
即
位
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
元
朝
カ

1
ン
へ
の
遣
使
、
ア
リ
l
の
謀

殺
、
そ
し
て
兄
エ
セ
ン

・
プ
カ
の
推
皐
と
い
う
ケ
ベ
ク
の
諸
策
は
、
彼
が
ド
ゥ
ワ
家
政
権
の
惰
弱
性
を
良
く
認
識
し
且
つ
危
倶
し
て
い
て
、
そ

所
で
、

ク
ー
デ
タ
ー
が
成
功
し
た
時
黙
で
ケ
ベ
ク
が
い
っ
た
ん
即
位
し
、

て
い
る
が
、

以
上
の
経
緯
か
ら
見
て
、

、

れ
を
克
服
す
ベ
く
極
め
て
慎
重
且
つ
冷
静
に

一
連
の
事
を
運
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

一
端
、が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ヵ
l
シ
ャ

l
ニ
ー
に
よ
る
と
、

そ
こ
に
す
で
に
ケ
ベ
ク
の
統
治
者
と
し
て
の
資
質
の

エ
セ
ン
・
プ
カ
は
即
位
後
、

「
弟
ケ
ベ
ク
を
フ
ェ
ル
ガ
l
ナ
の
地
域
と
マ

l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
地
方



の
、
そ
し
て
、

恐
ら
く
ハ
ン
位
に
即
位
後

キ
シ
ュ
と
ナ
フ
シ
て
フ

Z
島

zr与
の
地
の
統
治
に
振
遣
し
た
」
と
い
う
(
、
H，
C
W
5
3
0
後
に
、

A
可凶
V

，内い

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
が
ナ
フ
シ
て
フ
の
近
く
に
自
ら
宮
殿
を
造
営
し
た

Q
Z
¥
J
F
H
5
9
H
l
l
∞ω)
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
以
降
、

ク
の
オ
ル
ド
や
ユ
ル
ト
は
カ
シ
ュ
カ
・
ダ
リ
ア
関
白
島
宮
口
同
司
曲
漠
谷
に
置
か
れ
、
そ
こ
が
彼
の
根
接
地
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ケ
....... 

さ
ら
に
、
ナ
タ
ン
ズ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
エ
セ
ン
・
プ
カ
は
ケ
ベ
ク
に
「
ウ
ル
ス
全
佳
か
ら
自
ら
の
た
め
に

φ

富
め
る
者
た
ち
9

(

自
己
曲
目
担
当
4
巳・

削
ロ
)
を
選
ぶ
よ
う
命
じ
、

ケ
ベ
ク
は
そ
の
よ
う
に
し
た
」
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
子
孫
た
ち
は
テ
ィ

l
ム
l
ル
朝
期
に
至
っ
て
も
、
。
ヶ
ベ
ク
の
イ

ン
ジ
ュ

l
た
る
こ
と
e

。旦
D
m曲目・
1
関
与
m
w
)
を
自
ら
誇
っ
て
い
た
と
い
う
(
冨

H
5
3
0
こ
の
」
晶
め
る
者
た
ち
4

と
は
恐
ら
く
、
有
力

な
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
賂
あ
る
い
は
部
族
集
圏
を
指
し
、

帥

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ケ
ベ
ク
は
そ
れ
ら
を
。
イ
ン
ジ
ュ

1
0

つ
ま
り
直
属
の
家
臣
と
し
て
自
ら
選
ぶ
こ
と
を
許

か
く
し
て
、

ケ
ベ
ク
は
大
き
な
権
限
と
強
力
な
家
臣
圏
を
擁
し
て
、

チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
の
経
済
的
・
文
化
的
中
心
で
あ
っ
た
マ

I
ヴ
ア
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ラ
ン
ナ
フ
ル
と
フ
ェ
ル
ガ

l
ナ
に
確
固
た
る
地
位
を
得
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
後
の
彼
の
統
治
の
あ
り
方
を
大
き
く
決
し
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、

ケ
ベ
ク
の
マ

l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
任
命
は
、
す
で
に
そ
の
地
に
地
歩
を
占
め
て
い
た
ヤ
サ
ウ
ル
の
擢
盆
を
損

ね
そ
の
地
位
を
脅
か
す
に
充
分
で
あ
り
、
後
の
南
者
の
封
立
の
瑳
端
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ケ
ベ
ク
と
ヤ
サ
ウ
ル
の
反
目

エ
セ
ン
・
プ
カ
の
治
下
に
は
、

d
H
H
，
 

h
u
v
 

七
O
四
年
(
二
ニ
O
四
・
五
年
)
の
講
和
以
来
、
久
し
く
途
絶
え
て
い
た
元
朝
及
び
イ
ル
・
ハ
ン
園
と
の
争
い

が
起
こ
っ
た
。

即
ち
、
首
時
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
は

エ
セ
ン
・
プ
カ
の
後
任
に
ク
ト
ル
グ

・
ホ
ジ
ャ
の
子
ダ
ウ
ド
・
ホ
ジ
ャ

ロ
削
者
仏
関

rJ司
副
官
が
任
ぜ

ら
れ
ニ
ク
l
ダ
リ
l
ヤ

1
ン
を
率
い
て
い
た
が
、

そ
の
輩
下
に
あ
っ
た
ド
ゥ
ワ
の
女
婿
ア
パ
チ
〉
冨
官

の
子
の
テ
ム
ル

吋
M
H
H
M
D
H
O
E
-
内白ロ

689 

と
ラ
ク
ミ

1
ル
下
島
ヨ
同
は
、
そ
の
罵
紳
を
脱
す
る
べ
く
イ
ル
・
ハ
ン
、

ウ
ル
ジ
ャ
イ
ト
ゥ
の
援
助
を
求
め
た
。
こ
れ
に
雁
じ
て
、

七
一
二
年
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の
初
め
(
一
一
一
一
一
二
年
五

・
六
月
頃
〉
、
イ
ル

・
ハ
ン
園
の
ホ
ラ
サ
ン
駐
屯
軍
は
テ
ム

ル
等
と
と
も
に
ダ
ウ
ド

・
ホ
ジ
ャ
を
攻
撃
し
、
彼
を
ア
ム
河

の
彼
方
へ
追
い
や
っ
た
。

か
く
し
て
、

ダ
ウ
ド

・
ホ
ジ
ャ
は
エ
セ
ン

・
ブ
カ
の
も
と
へ
逃
れ
、

彼
に
援
助
を
求
め
る
に
至
っ
た
(
吋

C
W
E
N

MOH|lN)
。

ウ
ル
ジ
ャ
イ
ト
ゥ
の
元
朝
へ
の
使
者
ア
ピ
シ
ュ
カ
〉
古
与
包
の
、

同

ン
爽
撃
計
霊
を
匂
わ
す
不
用
意
な
護
言
が
問
題
化
し

(
H
d
w
M
8
1
3、
さ
ら
に
、
そ
の
後
、

ほ
ぼ
同
じ
頃
、

元
朝
カ
l
ン
と
イ
ル

・
ハ
ン
に
よ
る
チ
ャ
ガ
タ
イ

・
ハ

エ
セ
ン

・
ブ
カ
と
ア
ル
タ
イ
方
面
元
朝
軍
の
終

ト
ガ
チ
吋

o
m
E』
乙
門
口
印

zrと
の
聞
に
行
な
わ
れ
た
、
園
境
地
帯
に
お
け
る
笠
方
の
ユ
ル
ト
董
定
を
園
る
禽
談
が
決
裂
し
た
(
叶

C
W
N
O
N
-
3。

以
上
の
ご
と
き
朕
況
が
重
な
っ
て
、
エ
セ
ン
・
ブ
カ
の
元
朝
カ
l
ン
及
び
イ
ル

・
ハ
ン
に
劃
す
る
不
信
が
一
気
に
高
ま
り
、
遂
に
、
彼
は
圏
内

帥

を
通
過
す
る
商
圏
の
使
節
を
拘
留
す
る
奉
に
出
た
(
吋

C
-
N
E
1
3。
次
い
で
彼
は
ト
ガ
チ
に
謝
し
て
軍
を
汲
遣
す
る
こ
と
三
度
、
し
か
し
い

ケ
ベ
ク
が
弟
の
エ
ブ
ゲ
ン
や
シ
ャ
l
ジ
ン
ク
シ
等
と

一
高
の
軍
を
率
い
て

ず
れ
も
勝
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
内
一
度
は
、
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い
る
(
叶

C
M
M
8
1
8。

こ
の
結
果
、
ヵ
l
ン
の
「
敵
を
彼
ら
の
ユ
ル
ト
か
ら
腫
逐
し
、
彼
ら
の
夏
営
地
・
多
営
地
を
奪
っ
て
自
己
の
所
有
に
せ
よ
」
と
の
敷
令
が
護

川
円

せ
ら
れ
、
今
度
は
逆
に
ト
ガ
チ
以
下
の
元
朝
軍
が
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
領
内
に
攻
め
込
む
に
至
っ
た
。

そ
し
て
カ
l
シ
ャ
l
ニ
ー
に
よ
れ

a: 

エ
セ
ン
・
プ
カ
は
、
元
朝
軍
に
よ
っ
て
多
大
の
領
土
と
ユ
ル
ト
が
失
な
わ
れ
る
の
を
懸
念
し
、

西
方
の
ホ
ラ
サ
ン
地
方
の
占
領
を
も
っ
て

そ
の
失
地
を
補
な
い
、
同
時
に
ダ
ウ
ド
・
ホ
ジ
ャ
の
た
め
に
報
復
を
果
た
そ
う
と
決
心
し
た
と
い
う
(
叶
戸
包
∞
〉
。

ジ
ン
ク
シ
、
ダ
ウ
ド
・
ホ
ジ
ャ
、

帥

七
一
三
年
の
秩
(
一
一
一
二
三
年
秋
)
に
ア
ム
河
を
越
え
た
(
叶
己

-
H8
・
8
Y
叶
者
・

2
3
0
こ
の
ホ
ラ
サ
ン
遠
征
軍
の
兵
力
は
、

か
く
し
て
、

ケ
ベ
ク
を
筆
頭
に
ヤ
サ
ウ
ル
、

シ
ャ
l
等
の
諸
王
や
ア
ミ
ー
ル
た
ち
の
率
い
る
遠
征
軍
が

カ

l
シ
ャ

I

ニ
ー
に
よ
れ
ば
四
寓
あ
る
い
は
五
ト
ゥ
メ
ン
(
叶

d
w
H
E・
UNOC)、
サ
イ
フ
ィ
ー
に
は
六
蔦
騎
と
あ
り
(
吋
戸

8
0〉、

ま
た
ケ
ベ
ク
以
下
の
諸

賂
の
顔
ぶ
れ
を
見
て
も
マ
l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
方
面
に
駐
屯
す
る
有
力
な
諸
絡
の
ほ
と
ん
ど
が
参
加
し
た
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑

い
な
く
、
こ
れ
に
か
け
る
エ
セ
ン

・
ブ
カ
の
期
待
の
程
が
知
ら
れ
よ
う
。
チ
ャ
ガ
タ
イ
軍
は
集
結
の
遅
れ
た
イ
ル
・
ハ
ン
軍
の
先
鋒
を
一
蹴
し



て
ム
ル
ガ
l
プ
草
原
に
達
し
た
。
こ
れ
に
劉
し
て
、
ホ
ラ
サ
ン
の
ア
ミ
l
ル
の
長
ア
ミ
l
ル
・
ヤ
サ
ウ
ル
〉
自
可
ペ
皆
川
問
者
一
は
急
逮
ホ
ラ
サ
ン

軍
を
招
集
し
て
こ
れ
を
迎
え
撃
っ
た
が
敗
れ
、
主
将
の
一
人
ブ
ジ
ャ
イ
回
旦
身
は
戦
死
し
、

ア
ミ
l
ル
・
ヤ
サ
ウ
ル
も
か
ろ
う
じ
て
逃
れ
出

た
と
い
う

3
d
w
H包
"
N
S
1
5
h
H，当・

ECU
、H，F
。
ョ
l
p
s
c
|
ω
ω
u
り
』
吋
w
H
O
G
-ロ。〉。

チ
ャ
ガ
タ
イ
軍
が
こ
の
よ
う
に
戦
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
っ
た
そ
の
最
中
に
、

ず
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
軍
が
ム
ル
ガ
l
ブ
に
て
捕
え
た
千
戸
の
ア
ミ
l
ル
、
ア
ラ
l
・
テ
ィ
l
ム
l
ル
〉

B
・2
5
R
と
そ
の
従
士
た
ち
に
つ
い
て
、

ケ
ベ
ク
が
殺
す
よ
う
主
張
し
た
の
に
謝
し
て
、

ケ
ベ
グ
と
ヤ
サ
ウ
ル
の
意
見
の
割
立
が
表
面
化
し
始
め
る
。

先

ヤ
サ
ウ
ル
は
そ
れ
を
妨
げ
、

ア
ラ
l
・
テ
ィ
l
ム
l
ル
を
養
子
と
し
て
ひ
き
取
っ
た
と
い
う

(
叶
戸
N
0
3
0

ま
た
、

ケ
ベ
ク
と
ジ
ン
ク
シ
が
敗
走
す
る
敵
を
追
っ
て
ト
ゥ

1
ス
叶
宮
ま
で
攻
撃
せ
ん
と
し
た
時
、

ヤ
サ
ウ
ル
は

「-フマ

ダ
ン
月
に
ど
う
し
て
信
徒
た
ち
を
殺
害

・
討
滅
し
え
ょ
う
か
」
と
言
っ
て
彼
ら
を
ひ
き
止
め
て
い
る
(
叶
戸
出
。
)
。

さ
ら
に

サ
イ
フ
ィ
l

に
よ
る
と
、

ケ
ベ
ク
位
一
す
が
敗
走
す
る
ホ
ラ
サ
ン
軍
を
迫
撃
し
て
こ
と
ご
と
く
殺
し
た
の
に
射
し
て
、

ヤ
サ
ウ
ル
は
ホ
ラ
サ
ン
軍
将
士
か
ら
は
馬

や
武
器
な
ど
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
放
菟
し
て
い
た
。
そ
し
て
他
の
諸
王
た
ち
が
夜
も
迫
撃
せ
ん
と
し
た
の
を
、

「
我
々
は
戻
る
べ
き
だ
。
何

- 69ー

故
な
ら
ば
、
ホ
ラ
サ
ン
の
ア
ミ
l
ル
の
多
く
が
殺
さ
れ
、
彼
ら
の
軍
の
兵
士
た
ち
の
多
く
が
傷
つ
い
て
い
る
。
偉
大
な
る
博
士
や
高
徳
な
る
祭

者
た
ち
は
、
敗
走
者
の
追
跡
は
賞
讃
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
ひ
き
止
め
た
と
い
う
(
叶

F
g
T
ロ
』
、
戸
口

3
。

こ
こ
で
は
、
任
務
の
徹
底
遂
行
を
目
指
す
ケ
ベ
ク
の
冷
酷
さ
に
ひ
き
か
え
、
ヤ
サ
ウ
ル
の
寛
容
さ
が
ひ
と
き
わ
目
立
つ
。
無
論
、
こ
れ
ら
の

ヤ
サ
ウ
ル
の
行
震
は
、
信
仰
心
に
基
づ
く
純
粋
な
寛
容
精
神
の
褒
露
と
は
み
な
し
難
く
、
む
し
ろ
、
イ
ル
・
ハ
ン
園
側
に
自
分
の
寛
大
さ
を
印

象
づ
け
、
彼
ら
と
誼
み
を
通
じ
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
事
賞
、
後
の
イ
ラ
ン
亡
命
の
際
、
彼
が
肪
け
た
ア
ミ
l
ル
・
ア
ラ

l
・
テ
ィ

ー
ム
l
ル
が
彼
と
イ
ル
・
ハ
ン
宮
廷
と
の
仲
を
と
り
持
っ
た
し
(
吋
C
二口
ω)、

ニ
ー
は
、
彼
の
行
震
や
人
柄
に
つ
い
て
極
め
て
好
意
的
に
記
す
。
ホ
ラ
サ
ン
遠
征
中
に
、
ヶ
ベ
ク
が
ジ
ン
ク
シ
に

「
ヤ
サ
ウ
ル
は
こ
の
純
緑
の

牧
地
、
地
上
の
楽
園
の
ご
と
き
草
原
に
留
ま
る
意
固
を
有
し
て
い
る
」
と
語
っ
た
(
叶
戸
N
H
3

の
は
、
ま
さ
に
そ
の
故
で
あ
っ
た
。

所
で
サ
イ
フ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヤ
サ
ウ
ル
の
イ
ラ
ン
亡
命
の
意
固
に
つ
い
て
は
、 ま

た

ヤ
サ
ウ
ル
の
亡
命
直
後
に
筆
を
措
い
た
カ
l
シ
ャ
l

691 

ケ
ベ
ク
は
ホ
ラ
サ
ン
遠
征
の
数
年
前
よ
り
気
附
い
て
お
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り

エ
セ
ン

・
ブ
カ
に
次
の
よ
う
に
申
し
立
て
て
い
た
。

ウ
ル
ジ
ャ
イ
ト
ゥ
・
ス
ル
タ
ン
と
の
友
好
を
求
め
て
い
る
。
彼
が
騒
観
を
起
こ
し
て

マ
1
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
の
人
民
を
ア
ム
河
の
向
こ
う
の
ホ
ラ
サ
ン
に
連
れ
去
る
の
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
世
界
統
治
者
〔
た
る
ハ

「
諸
王
ヤ
サ
ウ
ル
は
心
を
ホ
ラ
サ
ン
の
方
に
傾
け
、

ン
〕
の
救
命
が
護
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
を
殺
す
か
あ
る
い
は
捕
え
よ
う。」

し
か
し

エ
セ

ン
・
ブ
カ
は
ケ
ベ
ク
の
意
見
を
取
り
あ
げ
ず
に
い
た
と
い
う
(
叶
戸

ECU
り
』
叶
"
ロ
ω)
。

す
な
わ
ち
、
す
で

に
こ
の
時
に
、

ド
ゥ
ワ
家
政
権
の
安
定
強
化
を
意
園
し
て
諸
王
や
ア
ミ
ー
ル
の
怒
意
的
な
行
動
を
抑
え
よ
う
と
し
た
ケ
ベ

ク
シ」、

そ
の
束
縛
を
嫌
っ
て
他
に
新
天
地
を
求
め
ん
と
し
た
ヤ
サ
ウ
ル
の
樹
立
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

ホ
ラ
サ
ン
遠
征
を
機
に

そ
の
封
立
が
表
面
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

七

一
三
年
ズ

ル
カ
ダ
月
(
二
三

四
年
二
・
三
月
〉
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
軍
は
、
携
行
し
た
糧
食
が
表
き
、

A
国司，

h
w
v
 

ま
た
、
元
朝
軍
の
侵
入
の
た
め
蹄
還
せ
よ

一 70ー

と
の
エ
セ
ン
・
ブ
カ
の
命
令
に
従
っ
て
、
急
逮
撤
退
す
る
(
、
H
d
W
H
E
W
N
E
l
H
C。
結
局
、
ホ
ラ
サ
ン
遠
征
は
失
敗
に
終
っ
た
の
で
あ
る
が
、

蹄
還
し
た
ケ
ベ
ク
は
エ
セ
ン

・
ブ
カ
へ
の
報
告
に
お
い
て
、
そ
の
失
敗
の
原
因
を
ヤ
サ
ウ
ル
の
行
震
に
蹄
せ
し
め
た
。
カ
l
シ
ャ
l
ニ
ー
に
よ

れ
ば
、

イ
フ
ィ
ー
は
、

そ
こ
で
エ
セ
ン
・
プ
カ
は
ヤ
サ
ウ
ル
の
地
位
と
寧
の
指
揮
権
を
ケ
ベ
ク
に
輿
え
て
、
ヤ
サ
ウ
ル
の
討
伐
を
命
じ
た
と
い
う
。

エ
セ

ン
・
ブ
カ
が
ホ
ラ
サ
ン
軍
の
反
攻
を
恐
れ
て
多
に
な
っ
て
か
ら
ヤ
サ
ウ
ル
を
召
喚
し
て
問
い
質
す
こ
と
を
約
束
し
た
と
俸

一方、

サ

え
る
(
吋

C
W
N
H
f
叶
出
"
。
品

HU
ロ
】
H
戸
ω〉。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

ヤ
サ
ウ
ル
の
離
反
は
明
白
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、

エ
セ
ン

・
ブ
カ
と
し

し
か
し
、
彼
が
ケ
ベ
ク
に
ヤ
サ
ウ

ル
討
伐
の
命
を
質
際
に
下
し
た
の
は
、

帥

る
べ
く
南
下
し
始
め
た
七
二
ハ
年
(
一
三
二
ハ

・
七
年
)
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
(
吋
戸

NH寸
l
T
叶
戸

EC)。

て
も
何
ら
か
の
措
置
を
取
る
必
要
が
あ
っ
た
。

ヤ
サ
ウ
ル
が
亡
命
す

こ
の
聞
の
七
一
五

年
ジ
L

マ
l
ダ
第
一
月
(
一
一
一
一
一
五
年
八

・
九
月
)
に
は
、

ジ
ュ
チ
・
カ
サ
ル
家
諸
王
バ
l
バ
l
の
ホ
ラ
ズ
ム
地
方
掠
奪
に
劃
し
て
、

ヤ
サ
ウ
ル

が
出
動
し
、
パ

l
パ
ー
を
イ
ラ
ン
方
面
へ
駆
逐
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
(
叶

C
u
H
a
l
δ
。
恐
ら
く
エ
セ
ン

・
ブ
カ
は
、
元
朝
や

イ
ル

・
ハ
ン
園
と
の
劉
立
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
困
難
な
獄
況
下
に
、
ヤ
サ
ウ
ル
の
慮
置
を
ひ
き
延
ば
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。



七
一
六
年
、

ケ
ベ
ク
は
途
に
ヤ
サ
ウ
ル
討
伐
に
向
か
っ
た
。
し
か
し
、

ジ
ン
ク
シ
よ
り
知
ら
せ
を
受
け
た
ヤ
サ
ウ
ル
は
汲
め
備
え
て
ケ
ベ
ク

ケ
ベ
グ
輩
下
の
ア
ミ

l
ル
や
兵
士
た
ち
の
多
く
を
自
分
の
指
揮
下
に
従
え
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
ア
ラ
l
・
テ
ィ

I
ム

の
攻
獲
を
し
り
ぞ
け
、

ー
ル
を
使
節
と
し
て
ウ
ル
ジ
ャ
イ
ト
ゥ
の
も
と
へ
涯
遣
し

急
逮
サ
マ
ル
カ
ン
ド
を
護
っ
て
テ
ル
メ
ズ
叶
H
H
S
E
F
に
向
か
っ
た
。
ヤ
サ
ウ
ル

帥

帥

「
彼
(
ヤ
サ
ウ
ル
)
の
許
可
な
く
」
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
、
サ
ー
ガ
ル
ジ
ュ

ω同
m
y白
と
、
キ
シ
ュ
、
ナ
フ
シ
ャ
ブ
、
ク

l
ブ
タ
ン

軍
は
南
下
の
途
次
、

関
口

hgロ
等
の
地
を
掠
奪
し
、
住
民
た
ち
を
捕
虜
と
し
て
連
行
し
た
。

た
だ

ホ
ジ
エ
ン
ド
と
ブ
ハ
ラ
は
彼
ら
の
通
過
方
向
か
ら
離
れ
て
い
た

の
で
掠
奪
を
兎
れ
た
と
い
う
。

一方、

ウ
ル
ジ
ャ
イ
ト
ゥ
の
も
と
に
到
着
し
た
ア
ラ

1
・
テ
ィ

1
ム
l
ル
は
ヤ
サ
ウ
ル
の
亡
命
を
願
い
出
、
パ

ラ
サ
ン
軍
が
ヤ
サ
ウ
ル
支
援
の
た
め
に
涯
遣
さ
れ
、

ル
フ
切
と
罫
と
シ
ュ
プ
ル
カ
ン

ω
Z
F
Z山
口
に
ユ
ル
ト
を
要
求
し
て
か
な
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
直
ち
に
ア
ミ

l
ル
・
ヤ
サ
ウ
ル
率
い
る
ホ

ケ
ベ
ク
の
苦
戦
を
知
っ
た
エ
セ
ン
・
ブ
カ
は
念
遅
援
軍
を
迭

ア
ム
河
を
越
え
た
。
他
方
、

り
、
ヶ
ベ
ク
は
ジ
ン
ク
シ
、

シ
ャ

l
等
と
と
も
に
鍛
門
閥
ロ
白
ヱ
〉

Z
Eロ
に
て
再
び
ヤ
サ
ウ
ル
と
劃
戦
し
た
が
、

ホ
ラ
サ
ン
軍
の
到
着
の
た

め
に
ま
た
も
敗
退
し
た
。
そ
の
後
の
テ
ル
メ
ズ
近
迭
で
の
諸
戦
闘
に
お
い
て
も
、

ケ
ベ
ク
側
に
全
く
利
あ
ら
ず
、

サ
イ
フ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、

七

-71ー

一
六
年
ラ
ジ
て
フ
月
ハ
一
一
一
一
一
六
年
九
・
十
月
)
、

ヤ
サ
ウ
ル
は
ア
ム
河
を
渡
っ
て
シ
ュ
ブ
ル
カ
ン
の
草
原
に
降
り
立
ち
、
同
時
に
ホ
ラ
サ
ン
軍
も

莫
大
な
戦
利
品
や
捕
虜
を
携
え
て
鯖
還
し
た
と
い
う
(
斗
ロ

N
H
H
!
?
吋
戸

E
0・
E
ω
l
r
u】
同

J
H
H
ω
1
5
)。

以
上
の
ご
と
く
、
ケ
ベ
ク
は
マ

l
ヴ
ア
ラ
ン
ナ
フ
ル
に
大
き
な
被
害
を
蒙
っ
た
上
に
、

し
か
し
、
ヤ
サ
ウ
ル
と
彼
に
追
随
す
る
諸
王
や
ア
ミ

l
ル
た
ち
の
圏
外
退
去
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
、

ヤ
サ
ウ
ル
の
イ
ラ
ン
亡
命
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
。

ハ
ン
擢
力
の
強
化
に
と
っ
て
の
大
き

な
障
害
が
除
か
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
後
の
彼
の
統
治
に
と
っ
て
そ
の
意
義
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

ヤ
サ
ウ
ル
を
受
け
容
れ
た
イ
ル
・
ハ
ン
園
は
、
こ
れ
以
後
彼
の
活
動
に
憎
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一方、

四

ホ
ラ
サ
ン
の
ヤ
サ
ウ
ル

693 

ヤ
サ
ウ
ル
は
ホ
ラ
サ
ン
に
落
着
く
や
、
直
ち
に
ウ
ル
ジ
ャ
イ
ト
ず
の
も
と
へ
使
節
を
迭
り
恭
順
の
意
を
表
し
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
ウ
ル
ジ
ャ
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イ
ト
ヮ
は

「余
は
ア
ム
河
か
ら
マ

l
ザ
ン
ダ
ラ

1
ン
の
境
界
に
至
る
地
を
諸
王
ヤ
サ
ウ
ル
に
輿
え
た
。
ホ
ラ
サ
ン
の
ア
ミ

l
ル
及
、
ひ
マ
リ
ク

た
ち
は
可
能
な
限
り
彼
へ
の
奉
仕
と
表
敬
に
努
め
、
彼
の
い
か
な
る
服
従
の
篠
件
、
命
令
と
禁
止
に
も
違
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
」
と
の

(
叶
C
W
N
H
∞
山
口
]
H
J
H
H
∞
1
5
)。
こ
れ
ら
の
ウ
ル
ジ
ャ
イ
ト
ヮ
の
措
置
が
、

同
時
に
雨
者
の
聞
に
約
定
書
(
〆

E
s
E
gと
が
取
交
わ
さ
れ
た
と
い
う

第

一
に
チ
ャ
ガ

タ
イ

・
ハ
ン
園
か
ら
の
攻
撃
に
備
え
る
意
固
か

救
令
を
渡
し
た
(
叶
戸
。
主

1
3。
カ

l
シ
ャ

l
一一
ー
に
よ
れ
ば
、

ヤ
サ
ウ
ル
は
公
式
に
ホ
ラ
サ
ン
の
ア
ミ

l
ル
や
マ
リ
ク
の

帥

上
位
に
立
つ
権
限
を
輿
え
ら
れ
た
。
七
一
六
年
ラ
マ
ダ
ン
月
(
一
一
一
一
一
六
年
十
一
・
十
二
月
〉
に
ウ
ル
ジ
ャ
イ
ト
ゥ
設
し
、
次
い
で
、
ア
ブ

l
・
サ

、机

M
，

hu、

イ
l
ド

〉

σロ
ω
同
豆
、
が
即
位
し
た
際
に
も
、

ら
帰
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
結
果
、

雨
者
の
聞
に
改
め
て
約
定
書
が
交
わ
さ
れ
、

ヤ
サ
ウ
ル
の
地
位
は
再
確
認
さ
れ
た
(
吋
戸

。
巴
|
ム
呂
山
口
』
H
H
N
C
|
ω
ω
〉。

必
然
的
に
、

ホ
ラ
サ
ン
の
ア
ミ

l
ル
た
ち
の
聞
に
、

ヤ
サ
ウ
ル
に
誼
み
を
通
じ
て
自
ら
の
地
位
を
固
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
現
わ
れ
た
。
先

A
O『

ム
H
V

ア
ミ

l
ル

・ヤ

サ
ウ
ル
が
、
姻
戚
閥
係
を
結
ぶ
こ
と
を
希
望
し
て
、
莫
大
な
贈
り
物
を
携
え
て
ヤ
サ
ウ
ル

ず
、
ホ
ラ
サ
ン
の
ア
ミ

l
ル
の
長
、

一
方、

の
オ
ル
ド
に
赴
い
た
。

こ
れ
を
阻
止
せ
ん
と
、

ア
ミ

1
ル
・
ベ
ク
ト
ゥ
ト
〉
ヨ
ロ
∞

Hrg丹
は
ヤ
サ
ウ
ル
に
ア
ミ

l
ル
・
ヤ
サ
ウ
ル

-72-

に
劃
す
る
疑
惑
の
念
を
吹
き
込
み
、

サ
イ
フ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
先
に
戦
死
し
た
ア
ミ
l
ル
・
ブ
ジ
ャ
イ
の
後
任
を
め
ぐ
る
ア
ミ
l
ル
・
ヤ
サd

s守

遂
に
ア
ミ

l
ル
・
ヤ
サ
ウ
ル
を
謀
秘

ウ
ル
と
ア
ブ

l

・
サ
イ
l
ド
の
保
護
者
ア
ミ

l
ル
・
セ
ヴ
ィ
ン
ジ
〉

B
M
H
ω
Eと
の
封
立
に
乗
じ
て
、

し
て
、

ヤ
サ
ウ
ル
の
信
頼
を
勝
ち
取
る
に
至
っ
た
。

こ
れ
に
劃
し
て
、

ア
ミ

l
ル
・
ヤ
サ
ウ
ル
の
復
讐
を
果
た
す
べ
く
、

諸
王
ミ
ン
ガ
ン

冨
5
t
u
が
ア

ミ
l
ル
・
ヤ
サ
ウ
ル

の
息
子
た
ち
と
結
ん
で
、
ベ
ク
ト
ヮ
ト
に
劉
抗
し
た
が
、

エ
セ
ン
・
ク
ト
ゥ
ル
グ

〉
ヨ
可
同
日
目
，
S
E
E
m州
「
が
ベ
ク
ト
ヮ
ト
を
支
持
し
た
た
め
、

ホ
ラ
サ
ン
の
ア
ミ

l
ル
の
多
く
が
、

ア
ミ
l
ル
・
ヤ
サ
ウ
ル
の
後
任
の
ア
ミ
l
ル
・

自
護
的
に
あ
る
い

は
除
儀
な
く
ヤ
サ
ウ
ル
に
服
従
し
た
と
い
う
(
吋
巧

w
g
l
N
N
U
吋
戸

g

!日
・
ミ
ア
寸

ωugけ

5
1
5。

し
か
し
、
必
ず
し
も
総
て
の
ア
ミ

l
ル
や
マ
リ
ク
が
彼
へ
の
服
従
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

主

マ
リ
ク
・
ギ
ヤ

l
ス
・
ウ
ッ
‘
テ
ィ
ー
ン
宮
釦
-
F
O
E
U晶
子
と
・
ロ
E
Hハ
ロ
え
は
、

へ
ラ

l
ト
の
ク
ル
ト
政
権
の

嘗
初
よ
り
ヤ
サ
ウ
ル
へ
の
服
従
を
拒
否
し
て
お
り
、
そ

特



れ
に
倣
っ
て
、

宮
丸
一

w
Z
S
H
H
巳・ロ
E
、
そ
の
他
の
ホ
ラ
サ
ン
地
方
の
マ
リ
ク
た
ち
が
頑
強
に
抵
抗
し
た
。
こ
の
た
め
ヤ
サ
ウ
ル
は
、

l
ン
を
攻
め
た
が
い
ず
れ
も
失
敗
し
て
い
る
(
叶
一

F
E
ω
|島
・
⑦
印
。

l
s・
。
=
ー
ゴ

U
U
]吋
・
ロ
印

|
ω
3。

一ク
l
ダ
リ

I
ヤ
I
ン
を
率
い
る
ア
バ
チ
の
子
テ
ム
ル
や
、

シ
ー
ス
タ
ー
ン
の
マ
リ
グ
・

ナ
ス
ィ

1
ル
・
ウ
ヅ

J

ア
ィ

l
ン

ヘ
ラ

I
ト
や
シ

l
ス
タ

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
ら

の
勢
力
の
増
大
に
意
を
強
く
し
た
ヤ
サ
ウ
ル
は
、
ア
ブ

1
・
サ
イ

1
ド
の
も
と
で
の
ア
ミ

l
ル
聞
の
権
力
闘
争
に
乗
じ
て
、
迭
に
イ
ラ
ン
全
土

Aa.，
 

A
凶
V

の
支
配
擢
を
狙
い
始
め
る
。
因
み
に
、
サ
イ
フ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
ミ

l
ル
・
エ
セ
ン
・
ク
ト
ゥ
ル
グ
は
ヤ
サ
ウ
ル
に
、
ホ
ラ
サ
ン
か
ら
イ
ラ

l
ク
へ
の
準
出
を
促
す
書
簡
を
迭
っ
て
い
る
(
吋
戸
弓
ω)
。
七
一
八
年
ジ
品
マ

I
ダ
第
二
月
〈
一
一
一
一
一
八
年
七
・

八
月)、

ヤ
サ
ウ
ル
は
部
下
の

ア
ミ

l
ル
た
ち
に
、

ホ
ラ
サ
ン
を
経
て
イ
ラ

l
ク
に
攻
め
込
む
計
重
を
打
ち
明
け
、
同
年
ラ
ジ
て
フ
月
(
一
一
一
一
一

八
年
八
・
九
月
)
、

ヤ
サ
ウ
ル
軍

は
ホ
ラ
サ
ン
に
突
入
し
、

ヤ
サ
ウ
ル
は
マ

1
ザ
ン
ダ
ラ
l
ン
ま
で
、

ベ
ク
ト
ゥ
ト
は
ダ
l
ム
ガ
l
ン

ロ
帥
目
的
「
削ロ
に
達
し
た
。

し
か
し
、

ホ

ラ
サ
ン
の
諸
都
市
は
ヤ
サ
ウ
ル
の
服
従
要
求
を
は
ね
つ
け
、

メ
シ
ェ
ド
冨
g
Z
M包
な
ど
い
く
つ
か
の
都
市
で
は
涯
遣
さ
れ
た
ヤ
サ
ウ
ル
軍
の

兵
士
を
殺
し
た
と
い
う
。
結
局
、

ヤ
サ
ウ
ル
は
ホ
ラ
サ
ン
の
制
匪
を
震
し
得
ず
、

マ
I
ザ
ン
ダ
ラ
l
ン
よ
り
撤
退
を
除
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ

- 73ー

っ
た
(
吋
出

w
gや
|
∞

r
g∞
白

)
。

一方、

マ
リ
ク
・
ギ
ヤ
l
ス
・
ウ
ヅ
デ
ィ

l
ン
は
、

ヤ
サ
ウ
ル
の
行
動
に
つ
い
て
ア
プ

1
・
サ
イ
1
ド
に
訴
え
、

ア
ミ

l
ル
・
チ
ョ
バ
ン

k
r
B
M

円。Eσ
同
ロ
か
ら
援
助
の
約
束
を
ひ
き
出
し
た
。
そ
し
て
、
直
ち
に
ア
ミ

l
ル
・
フ
セ
イ

ン
〉
日
同
伺

5
4ロ
が
ヤ
サ
ウ
ル
討
伐
に
任
ぜ

ら
れ
た
(
叶
戸

S
N
l
y
口同叶・

5ω
〉。

す

な

わ

ち

、

イ

ル

・

ハ

ン

園

嘗

局

は

ヤ

サ

ウ

ル

の

行

動

を

反

凱

と

み

な

す

に

至

こ
こ
に
お
い
て

っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

マ
リ
ク
・
ギ
ヤ

l
ス
・
ウ
γ
デ
ィ

I
ン
は、

ヤ
サ
ウ
ル
の
留
守
に
乗
じ
て
バ

1
ド
ギ
l
ス
切
削
牛
肉
宮
田
の
ブ
ジ

ャ
イ
の
息
子
ア
プ

1
・
ヤ
ズ
ィ

l
ド

〉

σロ
吋
自
己
の
オ
ル
ド
を
襲
わ
せ
、

ア
ブ
l
・
ヤ
ズ
ィ
l
ド
の
家
族
と
ベ
グ
ト
ク
ト
の
兵
士
た
ち
の
家

族
を
捕
え
た
。

ヤ
サ
ウ
ル
は
直
ち
に
捕
虜
の
返
還
を
求
め
、
拒
否
さ
れ
る
や
三
度
に
わ
た
っ
て
へ
ラ
l
ト
を
攻
圏
し
た
が
果
せ

.す
、
周
遊
地

以

後

、

ウ

ッ

デ

ィ

I
ン
は
、
ヤ
サ
ウ
ル
に
従
っ
た
マ
リ
ク

マ
リ
ク
・
ギ
ヤ
l
ス・

695 

域
を
荒
ら
し
た
だ
け
で
撤
退
し
た
(
寸
戸

S
ω
l己寸)。

た
ち
、

例
え
ば

イ
ス
フ
ィ
ザ

1
ル
ゲ
出
品
同
の
ク
ト
?
ブ
・
ウ
ッ
デ
ィ

l
ン

ο£
σ
巳

-uz、
フ
ア
ラ
l
フ
司
同
S
F
の
イ
ナ
ル
テ
ギ
ン
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J
Eロ包
-
E江口、

バ
I
ハ
ル
ズ
切
包
会
白
円
N

の
ザ
ラ

N
白
E
要
塞
の
ア
ブ
ド
ウ
ル
・
ア
ズ
ィ

l
ズ

メ
j

ゲ
仏
丘
¥
〉
N

町、

そ
し
て
、

ハ
ー
フ
穴
y
d司
邸
内

の
ホ
ジ
ャ
・
マ
ジ
ド
阿

gd〈削
Y

Z
丘
正
等
を
次
々
と
制
匪
し
、

ヤ
サ
ウ
ル
の
支
持
基
盤
を
徐
々
に
つ
き
崩
し
て
い
っ
た
(
叶
戸
寸
口
l
b
w

a
?
1
8
)。

そ
し
て
、

迭
に
七
二

O
年
ジ
ュ
マ

1
ダ
第
一
月
(
一
三
二

O
年
六
・
七
月
〉
、

マ
リ
ク
・
ギ
ヤ

l
ス
・
ウ
ヅ
デ
ィ

l
ン
は

チ
ャ
ガ
タ
イ

・
ハ

ン
、
ケ
ベ
ク
に
軍
隊
の
一波
遣
を
要
請
し
た
。
こ
れ
に
麿
じ
て
、

ケ
ベ
ク
は
イ
ル
チ
ギ
ダ
イ
出
社
}
内
正
副
可
、

ル
ス
タ
ム
河
口
洋
曲
目
、

モ
ン
カ
リ
l

て
ホ
ラ
サ
ン
軍
と
ヤ
サ
ウ
ル
爽
撃
を
策
し
た
。
か
く
し
て
、

ホ
ジ
ャ

Z
E
E
-
M・
5
項
削
』
曲
、
プ
ラ
ド
回
己
包
と
い
う
諸
王
を
四
寓
騎
と
と
も
に
汲
遣
し
、
さ
ら
に
、
ア
ミ
l
ル
・
フ
セ
イ
ン
に
使
者
を
迭
つ

ア
ミ

l
ル
・
フ
セ
イ
ン
や
マ
リ
ク
・
ギ
ヤ

I
ス
・
ウ
ッ
デ
ィ

l
ン
等
の
率
い
る
ホ

ラ
サ
ン
軍
四
高
騎
も
ヤ
サ
ウ
ル
に
劃
し
て
出
動
し
た
。

チ
ャ
ガ
タ
イ
軍
は
、

ヤ
サ
ウ
ル
の
陣
営
に
近
づ
く
や
、
秘
か
に

一
国
の
者
を
ヤ
サ
ウ
ル

軍
の
中
へ
迭
り
込
み
、
好
篠
件
を
提
示
し
て
ヤ
サ
ウ
ル
の
ア
ミ

l
ル
た
ち
の
離
反
を
促
し
た
。
そ
の
結
果
、
南
軍
が
戦
闘
に
入
っ
た
時
、

ヤ
サ

- 74ー

ウ
ル
軍
の
ア
ミ

l
ル
た
ち
が
一
斉
に
離
脱
し
、
ベ
ク
ト
ゥ
ト
を
襲
っ
て
こ
れ
を
殺
し
た
。

ヤ
サ
ウ
ル
は
こ
れ
を
知
っ
て
一
族
と
と
も
に
逃
れ
出

イ
ル
チ
ギ
ダ
イ
は
一
千
騎
に
追
撃
さ
せ
、
ヤ
サ
ウ
ル
を
捕
え
て
そ
の
場
で
殺
す
に
至
っ
た
(
吋
戸
寸
g
ll岳
山

口】、
H
J
H
a
l
g
u
Z
ω
・

臼
1
3。
享
年
三
二
、
三
歳
、
ホ
ラ
サ
ン
に
穏
を
唱
え
、
一
時
は
イ
ラ
ン
を
も
窺
っ
た
諸
王
ヤ
サ
ウ
ル
の
あ
っ
け
な
い
最
期
で
あ
っ
た
。
こ
れ

告団
@、
‘、

争
?
刀

を
も
っ
て
ホ
ラ
サ
ン
に
お
け
る
ヤ
サ
ウ
ル
一
葉
の
活
動
は
終
り
を
告
げ
る
が
、

マ
l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
に
戻
っ
た
彼
ら
の
子
孫
た
ち
は
、
十
四

世
紀
半
ば
以
降
、

い
わ
ゆ
る

ク
ヤ
サ
ウ
ル
黛
ク
ペ

g
r
z一ユ
ロ
と
し
て
サ
マ
ル
カ
ン
ド
地
方
に
再
び
勢
威
を
築
き
、

チ
ャ
ガ
タ
イ

・
ハ
ン
園
崩

慶
後
の
政
局
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
(
吋
Z¥ω"HFωω
l
p
N
Z
¥
J戸
田
Q
w
g
q
W
H
E
n
口
⑦

m
H
N
E
w
-
-
ω
円
台

u
g
w
S
W
H
O
P
Z叶
J

戸
市

VUJNω
♂

N品
0

・
N
。。・巾
T
Y
)

。

「
美
し
い
顔
立
ち
、
善
良
な
性
格
、
少
し
突
き
出
た
顕
著
な
贋
い
ひ
た
い
、
愛
す
べ

き
人
柄
、
賞
讃
す
べ
き
考
え
を
有
し
、
片
眼
が
斜
眼
で
、
背
が
高
く
、
頑
強
な
鐙
躯
、
分
厚
い
鐙
格
、

た
と
停
え
(
、H
d
-
N
N
O〉
、
そ
の
剛
勇
さ
の
記
述
に
相
嘗
の
ベ

l
ジ
を
割
く
。
ま
た
、
彼
の
惇
え
る
、

所
で
、

カ

l
シ
ャ

1
ニ
l
は、

ヤ
サ
ウ
ル
に
つ
い
て
、

肥
満
し
た

E
鎧
〔
の
持
主
〕
」
で
あ
っ

ヤ
サ
ウ
ル
と
愛
人
の
女
奴
隷
と
の
エ
ピ



か
の
項
羽
と
虞
美
人
の
物
語
を
想
起
さ
せ
る
(
吋
戸
N
0
3
0

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、
偉
丈
夫
で
豪
放
嘉
落
、
剛
勇
無
隻
に
し
て

且
つ
情
の
深
い
、
典
型
的
な
遊
牧
貴
族
と
し
て
の
ヤ
サ
ウ
ル
の
風
貌
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
彼
の
行
動
に
つ
い
て
、
マ
リ
ク
・

ギ
ヤ
l
ス
・
ウ
ッ
デ
ィ
l
ン
は
次
の
ご
と
く
評
す
る
。

「
諸
王
ヤ
サ
ウ
ル
か
ら
は
、
余
と
こ
の
地
の
ア
ミ

I
ル
や
マ
リ
ク
た
ち
に
は
い
か
な
る
恩
恵
も
も
た
ら
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら

ば
、
彼
の
行
動
の
故
に
、
マ
l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
は
荒
慶
し
、
何
千
と
い
う
ム
ス
リ
ム
が
彼
の
恐
れ
を
知
ら
ぬ
軍
隊
に
よ
っ
て
破
滅
し
た

か
ら
で
あ
る
。
:
・
:
結
局
、
諸
王
ヤ
サ
ウ
ル
は
こ
の
地
に
お
い
て
騒
凱
を
ひ
き
起
こ
し
、
諸
闘
の
軍
隊
は
何
年
も
の
閉
そ
れ
を
鎮
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
(
吋
戸

E
3

ソ
ー
ド
は
、

こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
定
住
吐
舎
の
統
治
者
た
る
者
の
言
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
園
家
統
治
や
吐
舎
の
安
定
と
い
う
観
貼
か
ら
見
た
場
合
、
ヤ
サ

ウ
ル
の
行
動
は
阻
害
保
件
で
し
か
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
彼
の
最
期
の
局
面
を
見
る
な
ら
、
彼
が
ベ
ク
ト
ゥ
ト
一
人
に
頼
っ
て
重
用
し
過
ぎ
、

他
の
ア
ミ
l
ル
た
ち
を
上
手
く
掌
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
彼
の
軍
は
あ
く
ま
で
も
戦
利
品
獲
得
と
い
う
貼
に
お
い
て
結
び
つ
い
た
い
わ
ば

同

寄
せ
集
め
の
軍
隊
で
あ
り
組
織
化
が
不
充
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
結
局
、
ヤ
サ
ウ
ル
の
活
動
は
、
車
な
る
掠
奪
や
武
力
行
使
に

終
始
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
何
ら
確
た
る
政
治
的
理
念
あ
る
い
は
配
慮
と
い
う
も
の
が
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ヤ
サ
ウ
ル

の
志
向
は
、
ス
ト
ロ
エ
ヴ
ァ
の
述
べ
る
第
二
の
政
治
傾
向
に
確
か
に
合
致
す
る
。

- 75ー

し
か
し

彼
は
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
。

彼
の
信
仰
に
つ
い
て
、

マ
リ
ク
・
ギ
ヤ
l
ス
・
ウ
ッ
デ
ィ

1
ン
は
言
下
に
否
定
す
る
。

つ
ま
り
、

「
も
し
諸
王
ヤ
サ
ウ
ル
が
信
仰
に
闘
し
て
最
低
限
の
も
の
を
身
に
附
け
て
い
た
な
ら
、
何
千
と
い
う
ム
ス
リ
ム
男
女
の
生
命
を
奪
う
こ
と
に
熱

中
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

:
:
:
彼
の
外
面
的
な
善
行
は
信
頼
し
え
な
い
」
と
(
叶
戸

E
3。

av
陶
戸
守
主
、

犬
、
力

ホ
ラ
サ
ン
に
お
い
て
彼
が
へ
ラ
l

ト
の
ガ
l
ゾ
ル
ガ
ー
の
凶
N
Z
H
-
m
削}戸、

の
墓
、

つ
ま
り
ア
ン
サ
I
リ
l
〉
ロ
包
出
の
墓
や
、
ジ
ェ
シ
ト
』

2
Z
の
シ
ャ
イ
フ
・
ジ
ェ
シ
ト

ω
r
a
r
r
T印宮

ジ
ャ

l
ム

E
B
の
シ
ャ
イ
フ
・
ア
フ
マ
ド

ω『
印
可

rr
〉
f
g包
の
墓
な
ど
に
詣
で
て
い
る
こ
と
(
吋
国
・

8hF
⑦∞
0

・
8
3、
ま
た
、

ナ
ジ
ュ
ム
・
ウ
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ア
キ
l
リ
l

Z

&白
色
目
。

E
a〉
内
副
長
、
サ
イ
フ
・
ウ
γ
デ
ィ

I
ン
・
ア
サ
バ

ω曲三
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イ
ラ
ン
亡
命
に
際
し
て
、
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白血

ロロ
ロロ

Fが
~ .VI 

?"" o'" 
..印ロー 、

ナ
ジ
品
ム
・
ウ
ッ
デ
ィ
l
ン

・
サ
ミ
l
一一
1

2
と
B
回
「
ロ
Z
ω
即日同巳、

サ
イ
フ

・
ウ
ッ
デ
ィ

l
ン
・
バ
フ
シ

l
ω
ミ!同

ジ
ャ
マ

l
ル
・
ウ
ッ
デ
ィ

1
ン
・
ナ
サ
フ
ィ

l
】
白

EMF
-
色
・
ロ

Z
Z
S同
町
円
と
い
う
ブ
ハ
ラ
や
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
イ
マ

l

ム
た
ち
を
傍
に
従
え
て
い
た
こ
と
(
叶
d
w
M
H
C〉、

そ
し
て

ウ
ル
ジ
ャ
イ
ト
ゥ
が
使
節
と
し
て
汲
遣
し
た
ル

l
ム
の
司
法
長
官
内
回
仙
台
色
a

な
ど
か
ら
見
て
、
ヤ
サ

A
Z仏
帥
ぺ

ナ
ジ
ュ
ム

・
ウ
ッ
デ
ィ

l
ン
・
タ
イ
イ
ピ

1

Z
と
B
と
・
ロ
E
吋
昌
三
宮
へ
の
封
鷹
の
仕
方
(
叶
d
-
N
H
3、

ウ
ル
が
、

ス
l
フ
イ
ズ
ム
的
傾
向
を
帯
び
つ
つ
も
、
明
ら
か
に
イ
ス
ラ

l
ム
及
び
イ
ス
ラ

l
ム
文
化
に
良
く
馴
ん
で
お
り
、

イ
ス
ラ
l
ム
諸
皐

に
つ
い
て
さ
え
も
な
に
が
し
か
の
理
解
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
剣
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
信
仰
の
あ
り
方
は
、

マ
リ
ク
・
ギ
ヤ

l
ス
・
ウ

ッ

デ
ィ

1
ン
の
非
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恐
ら
く
、
嘗
時
の
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
系
遊
牧
貴
族
に
よ
る
イ
ス
ラ

l
ム
受
容
の
一
つ
の
型
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
モ
ン
ゴ
ル
の
征
服
か
ら
約

一
世
紀
を
経
過
し
た
中
央
ア
ジ
ア
、
特
に
マ

l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
に
は
、
ヤ
サ
ウ
ル
の
ご
と
く
、
遊

牧
民
的
健
質
を
色
濃
く
保
持
し
な
が
ら
、

同
時
に
イ
ス
ラ

l
ム
定
住
文
化
へ
の
傾
倒
を
深
め
つ
つ
あ
る
遊
牧
貴
族
が
出
現
し
て
い
た
。

つ
ま

- 76ー

り
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
に
は
、
彼
ら
遊
牧
貴
族
に
と
っ
て
根
本
的
な
問
題
は
、
す
で
に
遊
牧
か
定
住
か
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ

1
ム
文
化
を

受
容
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
イ
ス
ラ

l
ム
文
化
並
び
に
定
住
祉
舎
と
い
か
に
闘
わ
る
か
と
い
う
貼
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

帥る
。
ス
ト
ロ
エ
ヴ
ァ
の
偲
読
の

一
つ
の
依
陥
は
、
こ
の
よ
う
な
観
駐
を
包
括
し
え
な
い
所
に
あ
る
。
そ
し
て
、
ヤ
サ
ウ
ル
の
場
合
は
、
イ
ス
ラ

1
ム
受
容
の
側
面
は
と
も
か
く
も
、
定
住
社
曾
と
の
関
わ
り
合
い
方
か
ら
言
え
ば
、
蓄
態
然
た
る
掠
奪
あ
る
い
は
武
力
的
強
制
と
い
う
方
法
に

の
み
頼
り
、
定
住
民
統
治
に
お
い
て
無
策
・
無
定
見
を
さ
ら
け
出
し
た
。
こ
の
貼
に
、

ヤ
サ
ウ
ル
の
政
治
行
動
の
限
界
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

る

五

公
正
な
る
ハ
ン
、

ケ
ベ
ク

代
に
つ
い
て
は
、
唯
一
ナ
タ
ン
ズ
ィ

l
(
Z
H
H
o
c
-ロ
〉
が
、

ケ
ベ
ク
は
兄
エ
セ
ン
・
ブ
カ
の
跡
を
縫
い
で
ハ
ン
と
な
っ
た
が
、
そ
の
治
世
に
つ
い
て
諸
史
書
が
停
え
る
情
報
は
極
め
て
少
な
い
。
在
位
年

七

O
九
年
〈
二

δ
九
・
十
年
)
即
位
し
、
十
二
年
聞
の
統
治
後
、
七
二
一
年



(
一
一
一
一
一
二
・
二
年
〉
に
渡
し
た
と
す
る
が
、
信
頼
し
え
な
い
。
前
述
し
た
ご
と
く
、
七

一
六
年

(一

一一一一

六
・
七
年
〉
の
末
頃
に
は
、

ゲ

ペ

グ

納

プ
カ
が
い
ま
だ
ハ
ン
位
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
元
朝
史
料
に
は
「
延
一筋
七
年
(
一
三
二

O
年
〉
弟
怯
別
王
立
つ
」

Aq
 

一
年
〉
か
ら
泰
定
三
年
〈
二
ニ
二
六
年
〉
ま
で
連
年
の
ご
と
く
元
朝
に
来
貢
し
て
い
却
し
、

エ
セ
ン

と
あ
っ
て
、

至
治
元
年
(
一
一
一
一
一
一

さ
ら
に
ケ
ベ
ク
の
名
が
刻
印
さ
れ
た
貨
幣
の
現
存
す

帥

七
二
二
年
三
三
二
二
・
一
三
年
〉
か
ら
七
二
五
年
(
二
三
一
四
・
五
)
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
貼
を
総
合
す
る
と
、
ケ
ベ
ク
の
治

世
は
早
く
て
一
=
二
七
年
、
遅
く
と
も
一
三
二

O
年
に
は
始
ま
り
、

る
も
の
が
、

一
三
二
六
年
に
終
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
リ
ヴ
ァ
ー
や
バ
ル
ト
リ
ド
は

A
川
V

'M
n、

二
一
二
八
年
頃
の
即
位
と
し
、
こ
の
年
次
が
現
在
ま
で
採
用
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
根
擦
は
な
お
陵
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。

七
二

O
年
の
へ
ラ
l
ト
の
マ
リ
ク
・
ギ
ヤ
l
ス
・
ウ
ッ
デ
ィ

1
ン
に
よ
る
ヤ
サ
ウ
ル
討
伐
軍
涯
遣
要
請
に
闘
す

ハ
ン
と
し
て
の
ケ
ベ
ク
は
、

る
記
事
中
に
初
め
て
現
わ
れ
る
。

即
ち
、
こ
の
年
の
ジ
ュ
マ

1
ダ
第
一
月
三
三
二

O
年
六
・
七
月
〉
に
、

(
司
包
佐
島
岡
山

E
・1
a〉
円
匡

一関
与
件
)
」
の
も
と
へ
次
の
ご
と
き
書
簡
を
濯
っ
た
。

マ
リ
ク
・
ギ
ヤ
l
ス

・
ウ
ヅ
デ
ィ
l
ン
は

「
公
正
な
る
皇
子
ケ
ベ
ク

- 77ー

「
諸
王
ヤ
サ
ウ
ル
は

7
1
ヴ
ア
ラ
ン
ナ
フ
ル
地
方
か
ら
こ
の
園
へ
軍
隊
を
率
い
、

ホ
ラ
サ
ン
に
お
い
て
は
大
な
る
破
壊
を
行
な
い
、

ーョr

ザ
ン
ダ
ラ
l
ン
に
お
い
て
は
サ
イ
イ
ド
や
イ
マ
l
ム
か
ら
婦
女
子
や
貧
乏
人
に
至
る
約
一
高
の
人
々
を
殺
し
た
。
:
:
:
そ
し
て
、
四

0
日

間
、
流
血
を
恐
れ
ぬ
不
敵
な
四
高
の
兵
を
も
っ
て
へ
ラ
l
ト
の
町
を
包
囲
し
た
が
、
神
の
恩
龍
と
王
園
の
恩
恵
と
に
よ

っ
て
、
穀
類
を
焼

き
梯
い
、
若
干
の
乞
食
や
ご
ろ
つ
き
を
殺
し
た
他
は
何
ら
篤
し
え
な
か
っ
た
。

〔
逆
に
〕
彼
の
配
下
の
千
人
も
の
名
の
あ
る
勇
士
た
ち

カ

ヘ
ラ
l
ト
の
市
内
に
て
殺
さ
れ
た
。
現
在
、

ホ
ラ
サ
ン
で
は
、
彼
が
マ
l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
を
狙
っ
て
い
る
と
の
情
報
が
贋
ま
っ
て

い
る
。

も
し
公
正
な
る
皇
子
回
包
岳
山

Z
包釦・
1

‘
〉
在
、
が
彼
の
駆
逐
と
根
絶
の
た
め
に
一
軍
を
こ
ち
ら
の
園
へ
涯
遣
し
な
け
れ
ば
、
再

び
ま
た
そ
ち
ら
の
諸
地
方
に
動
範
が
勃
設
し
、
以
前
に
も
増
し
て
混
飽
と
騒
凱
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
」

こ
れ
に
醸
え
て
ケ
ベ
ク
は
言
う
。

「
余
が
、
近
年
、

699 

〔
ア
ム
河
の
〕
向
こ
う
側
へ
兵
を
迭
る
意
固
な
ど
全
く
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
逼
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
王
ヤ
サ
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至
高
な
る
紳
の
下
僕
た
ち
が
彼
の
軍
隊
の
匪
迫
と
不
正
の
た
め
に
悲
嘆
と
災
禍
の
た
だ
中
に
あ

る
こ
と
を
マ
リ
ク
が
明
ら
か
に
し
た
以
上
、
余
に
と
っ
て
、
軍
隊
を
波
遣
し
て
彼
の
駆
逐
の
た
め
に
可
能
な
限
り
努
め
る
こ
と
は
正
首
な

ウ
ル
が
大
な
る
破
壊
を
行
な
っ
て
お
り
、

こ
と
と
な
っ
た
」
と
。

か
く
し
て
、

ケ
ベ
ク
は
一
軍
を
汲
遣
し
、
前
節
で
述
べ
た
ご
と
く
、

ヤ
サ
ウ
ル
を
倒
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
(
叶
戸
、
芯
ω
l
g〉。

こ
こ
か
ら
は
、

ケ
ベ
ク
が
。
近
年
。

2
R・E
・5
邑
缶
)
、

恐
ら
く
即
位
以
後
、

『
元
史
』
に
お
け
る
連
年
の
朝
貢
の
記
事
と
も
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、

イ
ラ
ン
侵
略
の
意
園
を
有
せ
ず
、

へ
ラ
l
ト
の
マ
リ
ク
の

強
い
要
請
に
よ
っ
て
始
め
て
軍
隊
を
涯
遣
し
た
こ
と
が
剣
る
。

そ
れ
は

ケ
ベ
ク
が
イ
ル

・ハ

ン
園
及
び
元
朝
の
隻
方
と
封
立
の
解
消
に
努
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

マ
リ
ク
・
ギ
ヤ
l
ス
・
ウ
γ
デ
ィ

l
ン
が
わ
ざ
わ

ざ
汲
兵
を
要
請
し

ホ
ラ
サ
ン
軍
の
ア
ミ

I
ル
・
ア
サ
イ
ン
が
ケ
ベ
ク
の
呼
び
か
け
に
即
鷹
し
た
の
も
、

ケ
ベ
ク
の
こ
の
努
力
に
劃
す
る
イ

ル
・
ハ
ン
園
及
び
ク
ル
ト
政
権
側
か
ら
の
好
意
的
評
債
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
結
局
、

ヤ
サ
ウ
ル
は
、
統
一
と
安
定
に
利
害
の

一

- 78ー

致
を
見
出
し
た
こ
れ
ら
園
家
諸
権
力
に
よ
っ
て
翠
げ
て
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ケ
ベ
ク
は
そ
れ
に
よ
っ
て
ハ
ン
擢
力
の
強
化
を
果
た
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

所
で
、
前
掲
の
記
事
に
お
い
て
、
ケ
ベ
ク
は
従
来
の
皐
な
る

メ
門
巴
と
い
う
新
た
な
呼
稽
を
附
輿
さ
れ
て
い
る
。

。
諸
王
。

ω
z
r
N山
骨
と
は
異
な
り
、

。公
正
な
る
皇
子
4

回
包
白

EYN仰
岳
・
三

サ
イ
フ
ィ
ー
が
切
包
∞

E
Z包
同
と
呼
ぶ
の
は
他
に
ド
ゥ
ワ
の
み
で
あ
っ
て
、

単
な
る

ω}戸削
rN山
岳
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
(
四
回
・
叶
E
W
A
F
o
c
h」
と
か
ら
考
え
、

こ
れ
は
ま
さ
に
ケ
ベ
グ
が
そ
の
時
す
で
に
ハ
ン
位
に
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
誼
撲
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
さ
ら
に
長
門
邑
が
附
さ
れ
て
い
る
貼
に
注
目
し
た
い
。

サ
イ
フ
ィ
!
と

ほ
ぽ
同
時
代
の
ワ
ッ
サ
1
フ
が
、

チ
ャ
ガ
タ
イ
軍
の
ホ
ラ
サ
ン
遠
征
に
閲
す
る
記
事
中
で
、
ケ
ベ
ク
を
す
で
に

ω
E
Z包
向
関
与
曲
目
内
品
門
巴
と

ケ
ベ
ク
の
名
に
。
公
正
な
る
ψ

(

h

〉
門
邑
)
の
暁
を
附
す
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
を
推
測

呼
ん
で
い
る
(
叶
巧
入
戸
ω
)
こ
と
は
、
嘗
時
、

さ
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
呼
稿
が
皐
な
る
外
交
僻
令
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
、

ン
・
バ
ト
ゥ

1
タ
の
「
ケ
ベ
ク
は
異
数
徒
で
あ
っ
た
が
、

一
三
三
三
年
に
マ
l
ヴ
ァ
ラ
ン
ナ
フ
ル
を
訪
れ
た
イ
ブ

し
か
し
、
統
治
に
お
い
て
公
正
(
a

包
己
〉
で
あ
り
、
抑
座
さ
れ
た
者
た
ち
に
は
公
卒



で
、
ム
ス
リ
ム
に
は
覚
容
と
敬
意
を
示
し
た
」
と
い
う
記
述

Q
切、

ω己
、
あ
る
い
は
、
「
順
番
が
ケ
ベ
ク
・
ハ
ン
に
達
し
た
時
、
王
園
は
彼
の

偉
大
さ
に
よ
り
立
涯
に
な
り
、
彼
の
公
正
さ
と
良
貨
(
h

包

-
S
〆
E
-
O
の
名
聾
は
世
界
中
に
知
れ
わ
た
っ
た
」

Q
Z
¥
ω
-
E
)、
「
ド
P
ワ・

ハ
ン
の
子
ケ
ベ
ク
・
ハ
ン
は
賞
讃
す
べ
き
性
質
の
君
主
で
あ
り
、

王
園
は
彼
の
準
備
の
完
全
さ
、
統
治
の
卓
越
さ
、
知
恵
と
権
威
と
に
よ
っ
て

あ
ら
ゆ
る
光
輝
を
得
た
。

そ
し
て
彼
の
公
正
さ
(
ぷ
色
)
の
名
撃
は
世
界
中
に
知
れ
わ
た
っ
た
」
(
判
Z
¥
ペ
-
g
b〉、

「
第
十
代
目
の
玉
で
あ
る

ケ
ベ
ク
・
ハ

l
ン
は
、
そ
の
系
統
の
内
で
性
質
の
賞
讃
さ
る
べ
き
君
主
で
あ
り
、

公
正
な
る
統
治
者

C
佐
官
・
密
口
・
1
B
5
E宇
佐
E
H〉
で

あ
っ
た
」
(
河
川
V

〈
w
N
N
d
、

「
年
代
記
作
者
た
ち
の
一
致
し
た
意
見
に
よ
り
、

ケ
ベ
ク
・
ハ

l
ン
は
正
義
(
J
W

門
出
〉
と
寛
容
の
印
の
現
わ
れ
る

所
、
慈
悲
と
恩
恵
の
光
の
設
す
る
所
で
あ
っ
た
」
(
司

ωw
戸
き
)
と
す
る
テ
ィ

l
ム
I
ル
朝
諸
史
家
の
記
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
諸

書
は
さ
ら
に
ケ
ベ
ク
の
。
公
正
な
る
統
治
。

の
具
睦
的
な
諸
相
を
い
く
つ
か
の
逸
話
を
介
し
て
停
え
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て

は
省
略
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

イ
ブ
ン
・
バ
ト
ゥ

l
タ
の
、

。
神
撃
者
バ
ド
ル
・
ウ
γ
デ
ィ

l
ン
・
ア
ル

マ
イ
ダ

l
ニ
l

∞
包
同
問
-
・
己
目
口

る
い
は
、

及
び
，
貧
し
い
婦
人
に
劃
す
る
ア
ミ

I
ル
の
横
暴
を
裁
く
話
。

(
H
F
ω
N
1
ω
ω
)
、

ナ
タ
ン
ズ
ィ

l
の
。
エ
セ
ン
・
プ
カ
と
ケ
ベ
ク
の
定
住
民
へ
の
封
慮
の
仕
方
の
相
違
に
闘
す
る
話
e

(

宮、
H
J
H
S
1
3、

あ

-79 -

白

-a宮
司
門
前
巴
と
の
ケ
ベ
ク
と
い
う
名
に
閲
す
る
劃
話
。

そ
し
て
、

ナ
タ
ン
ズ
ィ
ー
や
ヤ
ズ
デ
ィ

l
等
の
惇
え
る

。
路
傍
の
人
骨
に
つ
い
て
の
調
査
と
裁
き
の
物
語
。

(呂
H
H
H
O
|戸
山
村
Z
¥
J
F
g
b
l
q

HNMV
〈
-
N
N叶

l
p
叩
ω・
戸
。
。
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
逸
話
が
、

イ
ラ
ン
の
俸
統
的
な
。
敬
訓
文
率
。

の
型
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
必
ず
し
も
事
買
を
語
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
歴
代
の
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
で
、
こ
の
よ
う
に
多
く

の
逸
話
を
院
仰
せ
ら
れ
た
例
は
他
に
な
い
。
首
時
の
ム
ス
リ
ム
祉
曾
に
お
け
る
ケ
ベ
ク
の
公
正
な
君
主
と
し
て
の
名
聾
の
程
が
し
の
ば
れ
よ
う
。

そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
は
、
自
身
ム
ス
リ
ム
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

イ
ス
ラ
1
ム
文
化
の
理
解
に
努
め
、
園
家
の
綱
紀
を
正
し
て
定

住
祉
舎
の
一
幅
一
祉
と
安
寧
に
意
を
注
ぐ
君
主
の
委
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ベ
ク
の
君
主
像
は
、

ち
の
怒
意
的
な
行
動
を
抑
制
し
、
他
方
に
お
い
て
在
地
支
配
層
の
協
力
を
得
て
、

一
方
に
お
い
て
遊
牧
貴
族
た

ハ
ン
権
力
を
強
化
し
中
央
集
権
園
家
を
確
立
せ
ん
と
す
る
、

701 

タ
リ
ク
打
倒
の
ク
ー
デ
タ
ー
以
来
十
徐
年
に
わ
た
っ
て
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
て
き
た
彼
の
政
治
的
意
園
の
反
映
に
他
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
彼
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が
最
大
の
敵
で
あ
っ
た
ヤ
サ
ウ
ル
を
討
滅
し
て
、
附
和
雷
同
し
が
ち
な
遊
牧
貴
族
た
ち
を
強
力
に
統
御
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
時
、
そ
の

意
園
は
最
終
的
に
達
成
さ
れ
た
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
ヤ
サ
ウ
ル
の
死
は
、

を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

ケ
ベ
ク
に
よ
る
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
支
配
鐙
制
の
確
立

お

わ

り

十
四
世
紀
第
一
四
牢
期
に
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
権
力
抗
争
は
、

理
化
の
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
過
程
は
ケ
ベ
ク
に
よ
る
ド
ゥ
ワ
家
政
権
の
安
定
的
確
立
を
も
っ
て
終
結
し

モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
内
部
に
お
け
る
政
治
権
力
の

一
元
化
・
整

彼
の
治
下
チ
ャ
ガ
タ

イ

・
ハ
ン
園
は
し
ば
ら
く
統
一
と
安
定
を
享
受
し
え
た
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
ケ
ベ
ク
が
辿
っ
た
方
向
は
、
ま
さ
に
イ
ル
・
ハ
ン
、
ガ
ザ
ン
の

タ
部
族
と
財
政
ψ

の
問
題
を
解
決
せ
ん
と
し
た
統
治
努
力
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
支
配
者
た
ち
が
自
ら
の
支

- 80ー

配
値
制
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
必
然
的
に
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
道
程
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ケ
ベ
グ
が
。
小
ガ
ザ
ン
9

と
稿
さ

れ
る
所
以
で
あ
討
。
し
か
し
、
こ
の
道
程
は
撃
に
モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
聞
の
政
治
的
擢
力
闘
争
の
み
に
よ
っ
て
辿
ら
れ
た
誇
で
は
あ
る
ま
い
。
同

時
に
、
在
地
農
耕
定
住
祉
舎
に
お
け
る
政
治
的
・
祉
曾
経
済
的
秩
序
の
再
編
を
必
須
の
要
件
と
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

主
と
し
て
諸
史
書
に
よ
っ
て
こ
の
過
程
の
政
治
的
側
面
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

よ
り
詳
細
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
社
舎
経
済

的
内
貫
に
つ
い
て
は
、

な
お
文
書
史
料
や
貨
幣
資
料
等
を
も
併
わ
せ
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
後
日
を
期
し
た
い
。

註ω
拙
稿

「
チ
ヤ
ガ
タ
イ

"
ハ
ン
図
の
成
立
」、

『足
利
惇
氏
博
士
喜
高
記
念

オ
リ
エ
ン
ト
皐
・
イ
ン
ド
皐
論
集
』
、
日
本
オ
リ
エ
ン
ト
皐
禽
編
、
一
九

七
八
年
、
一
四
三
|
二
ハ
0
ペ
ー
ジ
参
照
。

ω
当

-
F同任。
-
p
p
m
r
m
s
-
h
r
r
E
L
t
p
G
S音
色
ぬ
久
史
制
連
-

H
凹
件
。

ι
J
F
O
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P

H
也

]'ω
・
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o
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-
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司
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]F
AH
U
切
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切
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目
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吋
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h
r
h
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円
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勺
民
国

同
同
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叶
，u
さ出
O
出

災

民

一凶
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目
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叶
同
勺
目
印
円
、吋
白
目
白
血
・
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。
占

h
h
k
m
w
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ロ

l
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p
h
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n
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ω
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同

U
wo
r
n
o
p
。、・

2
h
・
、
吋
・
戸
目
当
-
m
N
O
l
N
H
一
〈
hru
r
b『子。』
V-E-T

3
・
H
S
1
吋

f
o
-
H〈
2
・
。
、
・
門
戸
・
司
-
H
C
?
の『
o
c
g
o
y
。、・

3
f
z

品

HH1lH
N・

同
ヤ
ズ
デ
ィ

l
は
次
の
ご
と
く
記
し
て
い
る
。
「
そ
の
町
が
カ
ル
シ

1

0
2
M
E
と
し
て
知
ら
れ
る
理
由
は
、
ケ
ベ
ク
・
ハ
l
ン
が

ナ
サ
フ

Z
自
に

あ
る
い
は
ナ
フ
シ
ャ
ブ
か
ら
2
フ
ア
ル
サ
フ
の
地
黙
に
宮
殿

P
3
C
を

建
築
し
、
モ
ン
ゴ

ル
人
が
宮
殿
の
こ
と
を
カ
ル
シ
!
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら

で
あ
っ
た
。
」

帥

ヤ

ズ

デ

ィ
l
Q
Z¥
J
「
・
ロ
ピ
-
Nお
P
N由
∞

P
H1

8
・
怠
N-
ロ
l
N印〉

の
記
す
。
ケ
ベ
ク
・
ハ

1
ン
の
ト
ク
メ
ン
ク
(
叶口日間ロム田内側凶
grtH内『山口
)

が
そ
れ
に
嘗
る
か
ど
う
か
は
不
明
。

ω
佐
口
透
「
十
四
世
紀
に
於
け
る
元
朝
大
カ
l
ン
と
西
方
三
王
家
と
の
連

帯
性
に
つ
い
て
|
|
チ
ャ
ガ
タ
イ

・
ウ
ル
ス
史
研
究
に
寄
せ
て
」
、
『
北
亜

細
亜
皐
報
』
第

一瞬、

一
九
四
二
年
、
一
|
六
四
ペ
ー
ジ
、
及
び
拙
稿

「
チ
ヤ
カ
タ
イ
・
ハ
ン
図
の
成
立
」
、
一
四
八
|
一
五

0
ペ
ー
ジ
参
照
。

倒

「
湾
住
元
師
出
使
事
賞
」
(
『
清
容
居
士
文
集
』

三
十
四
所
牧
)
の
自主慶

二
年
(
一

一
一
二
三
年
〉
の
僚
に
も
、
ア
ピ

シ
ュ
カ
(
阿
必
失
恰
〉
の
褒
言

に
つ
い
て
の
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。

帥
「
奔
住
元
師
出
使
事
寅
」
、
自
主
慶
二
年
の
僚
に
は
、
奔
伎
が
ウ
ル
ジ
ャ

イ
ト
ク
へ
の
遺
使
の
途
次
、
エ
セ
ン

・
プ
カ
に
拘
留
さ
れ
詰
聞
を
受
け
た

経
過
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

帥
『
元
史
』

一一一
八
、
林
冗
見
(
土
土
喰
〉
停
、
及
び
「
句
容
郡
王
世
績

碑
」
(
『
園
朝
文
類
』
二
十
六
〉
、
並
び
に
前
出
「
奔
住
元
町
出
使
事
寅
」

z

h
宅

u
'
J
ア
カ

は
、
延
一
拍
元
年

(
一
一
一
一
一
四
年
〉
に
諸
王
也
先
不
花
が
叛
い
た
と
す
る
。

伺

カ

l
シ
ャ
l
ニ

l

(斗
C
・
5
3
は
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
軍
の
ア
ム
河
渡
河

を

七

=
二
年
ラ
マ

ダ
ン
月
の
末

(
一
一
一
一
一
四
年
一
月
頃
)
と
す
る
が
、
別

の
筒
所
(
吋

C
-
5
6
で
は
、
七
一
三
年
ズ
ル
カ
ダ
月
(
一
一
一
二
四
年
二

月
頃
)
に
チ
ャ
ガ
タ
イ
軍
筋
還
の
報
が
ウ
ル
ジ

ャ
イ
ト
ゥ
の
も
と
に
届

き
、
彼
ら
が
渡
河
し
て
す
で
に
五
箇
月
経
過
し
て
い
た
こ
と
を
記
す
。
こ

れ
か
ら
逆
算
す
る
と
、
チ
ヤ
ガ
タ
イ
軍
の
ア
ム
河
渡
河
は
二
ニ
二
二
年
の

十
月
頃
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ワ
ッ

サ
l
フ
(
吋
巧
・

2
3
が
、
チ
ャ

ガ
タ
イ
軍
に
制
到
し
て
ウ

ル
シ
ャ
イ
ト
ゥ
が
出
動
し
、
ト
ゥ
l
ス
叶
口
聞
に

到
着
し
た
の
が
、
七

一
一
一
一
年
の
冬
の
始
め
(
一
一
一
二
三
年
の
初
冬
)
と
す

る
の
が
そ
れ
を
裏
附
け
る
も
の
と
な
ろ
う
。

帥
『
元
史
』
林
冗
見
停
及
び
「
句
容
郡
王
世
績
碑
」
に
は
、
延
祐
二
年

品

プ

グ

γ

(
一
一
一
一
一
五
年
)
、
林
冗
見
等
が

エ
セ
ン
・
ブ
カ
の
汲
遺
し
た
也
不
干
及
び

忽
都
帖
木
見
(
O
C
己ロ問
7・t
ヨ
ロ
円
か
?
)
を
赤
菱
干

(の

7
5
r
E
C
の

地
に
破
り
、
追
跡
し
て
鍛
門
閥
に
至
っ
た
と
あ
る
が
、
元
朝
軍
が
キ
シ
ュ

と
テ
ル
メ
ズ
の
聞
に
位
置
す
る
銭
円
開
。
創
刊
r
E
L
〉

r
s
z
ま
で

侵
入

し
た
と
は
考
え
難
い
。
誇
張
か
あ
る
い
は
別
の
地
を
指
し
て
い
る
か
の
い

ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
カ
l
シ
ャ
l
z
l
(斗
C
.
M
H
o-
ロ〉

は、

元
朝
軍
が
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
一

一族
(
C
Z臼

S
E口
mriF
』

ω
四
百
円
身
〉
の
ユ

ル
ト
で
あ
る
、

A
，
色
町
の
夏
営
地
と

H
M
E
r
p
r
の
冬
営
地
と
を
占
按
し、

諸
オ
ル
ド
や
妃
や
息
子
た
ち
を
掠
奪

し
た
と
記
す
。
、
H

，
te
は
タ
ラ

ス
吋
釦円安

に
制
到
す
る
モ
ン
ゴ
ル
人
の
呼
稀
で
あ
る
(
同，

c・
N
E
)
が、

r
E
E
r
の
位
置
は
不
明
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
元
朝
軍
は
、
タ
ラ
ス
方
面

か
ら
チ
ム
ケ
ン
ト
の
あ
る
イ
ス
ピ

l
ジ
ャ

l
ブ

H
M
Z
E
F
地
方
に
至
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

帥

カ
l
シ
ャ
l
ニ
l
は
、
ャ
サ
ウ
ル
の
南
下
及
び
ケ
ベ
ク
と
の
戦
闘
酬
を
、

七
一
六
年
ラ
ジ
ャ
ブ
月
三
=
二
六
年
九
・
十
月
)
か
ら
シ
ャ
ツ
バ

l
ン

- 82ー
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月
(
同
年
十
・
十
一
月
〉
に
か
け
て
述
べ
る
。
サ
イ
フ
ィ
l
は
、
同
年
ジ

占

7
1
ダ
第
一
月
(
一
一
一
一
一
六
年
七
・
八
月
)
か
ら
ラ
ジ
ャ
ブ
月
(
同
年

九
・
十
月
〉
に
か
け
て
ヤ
品
ソ
ウ
ル
の
亡
命
事
件
を
記
す
。

伺
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
北
西

z
z
r
Eロ
地
方
の
村
。
巧
-
∞

E
Z
F

叫

dNq和
的
に
お
お
札
。

He誌

H
Z
F
G
』

h
g
h。
N
L
P
G
Q
h帆
S
-
F
O口仏
O
P
V
L
・
色
・

5
8・
3
・
8
1∞
多
照
。

倒
テ
ル
メ
ズ
の
北
の
の
ロ
丘
町
宮
地
方
か
0
・
巧

-
F
Z
E
E
-
。、・

5
・・

下
、
足
参
照。

帥

カ

l
シ
ャ

l
ニ
l

(
、H
，F
N
M
M
)

は
七
二
ハ
年
ラ
マ
ダ
ン
月
二
十
七
日

(
一
一
一
一
一
六
年
十
二
月
十
三
日
)
、
ヮ
ッ
サ
l
フ
(
叶
巧
・

2
3
は
同
二

十
九
日
(
同
十
五
日
)
、
ハ

l
フ
ィ
ズ
・
イ
・
ア
プ
ル
l
(
U
』
吋
・
己
申
〉

は
同
年
シ
ャ
ツ
ワ
l
ル
月
一
日
(
同
年
十
二
月
十
七
日
)
と
す
る
。

帥

ワ

ッ

サ
l
フ

(
吋
者
・

2
3
に
よ
れ
ば
七
一
七
年
の
春
(
一

一二一

七

年
春
〉
、
ハ

1
フ
ィ
ズ
・
イ
・
ア
プ
ル

l

(
ロ』
H
J
H
N
3

に
よ
れ
ば
同
年

サ
フ
ア
ル
月
の
始
め
(
一
一
一
一
一
七
年
四
・
五
月
頃
〉
の
こ
と
で
あ
る
と
い

。
詮つ

M
W

ア
ミ
l
ル
・
ヤ
サ
ウ
ル
の

求
婚
の
相
手
に
つ
い
て
は
、
ヮ
ッ
サ
l
フ

(、『巧
-
巴
。
〉
は
ヤ
サ
ウ
ル
の
大
伯
父
の
子
、
ズ
ル
カ
ル
ナ
イ
ン
の
娘
エ

セ
ン
・
ク
ト
ル
グ

r釦
ロ
ム
三
宮
間
r
と
し
、
サ
イ
フ
ィ

l

(
、『
Z
-
E
3

は
盟
十
に
ヤ
サ
ウ
ル
の
娘
の
一
人
と
す
る
。

帥

ア

ミ

l
ル
・
ヤ
サ
ウ
ル
の
死
は
、
サ
イ
フ

ィ
l

(
叶
F
E
S
に
よ
る

と
、
七
一
七
年
ム
ハ
ツ
ラ
ム
月
(
一
一
二
一
七
年
三
・
四
月
〉
の
こ
と
で
あ

る
と
い
う
。

M
W

サ
イ
フ
ィ

ー
に
よ
れ
ば
、
ャ
サ
ウ
ル
は
部
下
の
ア
ミ
l
ル
た
ち
に
「
イ

ラ
ン
の
諸
園
を
余
の
も
の
に
な
さ
し
め
よ
。
き
す
れ
ば
、
汝
等
嫡
慌
て
も
領

地
を
得
、
財
物
と
地
位
の
所
有
者
と
な
ら
ん
」
と
言
い
〈
吋
，

F
8
3、

ま
た
、
「
余
は
、
帝
王
ア
プ
l

・
サ
イ
l
ド
が
〔
い
ま
な
お
〕
王
園
の
玉

座
に
座
し
た
ま
わ
ず
、
ア

ミ
l
ル
等
が
勝
手
気
ま
ま
に
統
治
に
介
入
し
て

い
る
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
知
ら
せ
が
事
食
な
ら
ば
、
余
は
ホ
ラ
サ
ン
か

ら
イ
ラ
l

p
へ
向
か
い
、
ス
ル
タ
ン
・
ア
プ
l

・
サ
イ
l
ド
を
玉
座
に
就

か
し
め
、
そ
の
主
権
の
反
抗
者
た
ち
を
狼
紹
や
し
に
し
て
錦
還
せ
ん
。
も

し
そ
れ
が
俄
り
で
あ
り
、
ス
ル
タ
ン
・
ア
プ
l

・
サ
イ
l
ド
が
縫
ぐ
べ
き

玉
座
に
就
き
た
も
う
て
お
ら
れ
た
な
ら
、
余
は
マ

l
ザ
ン
ダ
ラ
!
ン
の
地

よ
り
ひ
き
返
さ
ん
」
と
も
言
っ
た
と
い
う
(
吋
戸

2
0
l∞C
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was more effective than single-crop　cultivation in transforming the salty

soil there. Moreover, the narrow, ten to fifteen mou畝areas under culti-

vation were suitable for double-crop cultivation. It became more advanta-

geous than single-crop cultivation｡

　　　

However, in terms of harvest yield, double-crop cultivation of wet rice

in these new coastal fields was inferior to the late-ripening, single-crop rice

cultivation in the fields of the interior. It had been chosen in an attempt

to avoid the problems of irrigation and poor soil. Consequently, double-crop

cultivation of wet rice in the new coastal fields did not attain the height

of its productive potential, nor did it attain the standard of Song period

techniques of wet rice cultivation.

　　　　　　　　　

KEBEK AND YASAWR

The Establishment of Rulership in the Chaghatai-khan

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Kato Kazuhide

　　

During the first quarter of the fourteenth century, the state of Cha-

ghatai khan commenced on ａ course to centralize the authority of itsinner

ruling circles in rebuilding a rulership. This political process is accurately

reflected during this period in the struggle between Kebek of the Duwa's

family clan, and Yasawr, of another kings' lineage.

　　

In summary, Kebek murdered ａ member of an ａ伍Hated clan, Taliqu,

as ａ“ usurper ” and, by checking the powerful nomadic aristocracy, perse-

vered in strengthening the governmental authority, tried to act in his own

interest in opposition to him. Consequently, Yasawr was forced into exile

to Khurasan and failed in his attempt to seize control of Iran.　In 1320,

he was defeated by armies despatched by Kebek, who had already become

Chaghatai-khan.

　　

While possessing the typical qualities and appearance　of ａ nomadic

aristocrat, Yasawr was yet ａ new kind of nomadic aristocrat who, as ａ

moslem, eχhibited ａ leaning toward Islamic culture. He lost charge of the

government because he had no policy for governing ａ non-nomadic people.

　　

Kebek, on the other hand, appearing to be ａfollower of an alien reli-

gion, attempted to understand Islamic culture and made plans to strengthen
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its relationship with theｎｏｎ･nomadicsociety. He won the fame of being

ａ just ruler｡

　　

In conclusion,the process of centralizationof rule developed as the

Khan authoritieswere able to control the selfish　andseparatistambitions

of the nomadic aristocracy. Thus, this development, ultimately based on

the death of Yasawr, may be said to have ended when the aim of Kebek

to establisha stablegovernment of the Duwa's family was attained. Under

the rule of Kebek, the state of Chaghatai-khan entered ａ peaceful period.

BANIA MERCHANTS UNDER THE MUGHAL EMPIRE

　　　　

－ＡCase study on Those of Surat City―

　　　　　　　　　　

Nagashima Hiromu

　　　

In thispaper the author examines the role and position of Hindu and

Jain merchants under the Mughal Empire, taking as an example bania

merchants (which included both Hindus and Jains) of Surat City, the big-

gest port of the Empire, in the 17th century. Though considerable studies

have been done on merchants of Surat, the commercial careers and political

roles of the merchants are to be ｅχamined further.

　　　

In the 1st Chapter l therefore,follow the careers of Hari Vaisya

and Virii Vora 一the two biggest bania merchant-bankers　of the city―,

the former since the year 1617 and the latter since 1616. Especially Vir-

ji Vora improved and maintained his position as one of the leading bania

merchants of the Empire during more than fiftyyears up to around 1670.

This career of his is remarkable one, when we consider that this period

witnessed three successivereigns of the emperors, more than thirtychanges

of the city-governors,and the attacks on the city at least twice.

　　　

In the 2nd Chapter the authorｅχamines the commercial careers of the

members of the Thakur family and the so-calledParakh family（-thoｕｇｈ

ｌ do not consider that whoever had the surname　Parakh belonged to

one and same family or lineage―), who played important roles as brokers

or money changers（§ａｒｒafｓ）ofthe English East India Company, and ｌ

emphasize the importance of brokers and money changers （both of which

occupations were mostly monopolized by banias) in the commercial world

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－


